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平成 28年度における独立行政法人評価制度委員会の評価に関する取組について（素案） 

 
平成27年度 平成28年度（赤字は「骨子」を反映した修正箇所） 

平成27年度における独立行政法人評価制度委員会の 

評価に関する取組について 

 

                       平成27年５月22日 

独立行政法人評価制度委員会決定 

 

 独立行政法人については、平成27年４月１日以降、改正された独立行政法人通則

法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）第32条第１項（中期目標管

理法人）、第 35条の６第１項（国立研究開発法人）並びに第 35条の 11第１項及び

第２項（行政執行法人）に基づき、主務大臣による評価が行われることとなった。 

通則法第12条により設置された独立行政法人評価制度委員会（以下「委員会」と

いう。）は、同法第 12 条の２第１項各号の事務を所掌している。委員会は、①主務

大臣が中（長）期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度終了後に行う、中（長）

期目標期間終了時に見込まれる業務実績評価（以下「見込評価」という。）の結果に

ついての意見、②主務大臣が行う中（長）期目標期間の終了時の検討・措置につい

ての意見、③主務大臣が作成する中（長）期目標（案）についての意見、④主務大

臣が行う年度評価、期間実績評価の結果についての意見等を述べることとされてい

る。平成27年度は、委員会として初めて、これらの意見等について調査審議を行う

こととなる。 

独立行政法人制度は、主務大臣が業務運営に関する目標を定め、その目標達成に

向けて法人が適正、効果的かつ効率的に公共的な業務を計画的に実施するとともに、

法人自ら及び主務大臣が法人の業務の実績について評価を行い、その結果を次期以

降の中(長)期目標の作成、事業の改廃を含む事務及び事業の見直し等に活用する仕

組みである。主務大臣の下におけるＰＤＣＡサイクルを徹底することは、今般の独

立行政法人制度改革の重点の一つである。委員会が上記の各意見を述べる際にも、

｢独立行政法人の評価に関する指針｣（平成26年９月２日総務大臣決定。以下「評価

指針」という。）、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成26年９月２日総

務大臣決定。以下「目標策定指針」という。）等を踏まえることが重要である。 

 

 

 

 

平成28年度における独立行政法人評価制度委員会の 

評価に関する取組について 

 

                       平成28年6月○日 

独立行政法人評価制度委員会決定 

 

 独立行政法人については、平成27年４月１日以降、改正された独立行政法人通則

法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）第32条第１項（中期目標管

理法人）、第 35条の６第１項（国立研究開発法人）並びに第 35条の 11第１項及び

第２項（行政執行法人）に基づき、主務大臣による評価が行われることとなった。 

通則法第12条により設置された独立行政法人評価制度委員会（以下「委員会」と

いう。）は、同法第 12 条の２第１項各号の事務を所掌している。委員会は、①主務

大臣が中（長）期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度終了後に行う、中（長）

期目標期間終了時に見込まれる業務実績評価（以下「見込評価」という。）の結果に

ついての意見、②主務大臣が行う中（長）期目標期間の終了時の検討・措置につい

ての意見、③主務大臣が作成する中（長）期目標（案）についての意見、④主務大

臣が行う年度評価、期間実績評価の結果についての意見等を述べることとされてい

る。平成 28年度は、平成 27年度の取組を踏まえて、これらの意見等について調査

審議を行うこととなる。 

独立行政法人制度は、主務大臣が業務運営に関する目標を定め、その目標達成に

向けて法人が適正、効果的かつ効率的に公共的な業務を計画的に実施するとともに、

法人自ら及び主務大臣が法人の業務の実績について評価を行い、その結果を次期以

降の中（長）期目標の作成、事業の改廃を含む事務及び事業の見直し等に活用する

仕組みである。主務大臣の下におけるＰＤＣＡサイクルを徹底することは、今般の

独立行政法人制度改革の重点の一つである。委員会が上記の各意見を述べる際にも、

｢独立行政法人の評価に関する指針｣（平成26 年９月２日総務大臣決定、平成27年

５月 25 日改定。以下「評価指針」という。）、「独立行政法人の目標の策定に関する

指針」（平成 26年９月２日総務大臣決定、平成 27年５月 25日改定。以下「目標策

定指針」という。）等を踏まえることが重要である。 

また、委員会は、上記の所掌事務を遂行するに当たっては、政府で唯一の第三者

機関として、各府省と双方向で意見交換しつつ、法人の類型、事業の特性及び現場

の実態をきめ細かく把握した上で、政策全体の体系に留意しつつ、横断的な観点で、

資料２① 
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平成27年度 平成28年度（赤字は「骨子」を反映した修正箇所） 

 

 

以上を踏まえ、委員会としての審議事項及び検討の視点等の明確化に資するため、

平成27年度における委員会の評価に関する取組の基本方針を以下のとおりとする。 

客観的な資料に基づいて調査審議を行っていくことを重視するものとする。 

以上を踏まえ、委員会としての審議事項及び検討の視点等の明確化に資するため、

平成28年度における委員会の評価に関する取組の基本方針を以下のとおりとする。 

 

Ⅰ 見込評価の結果についての意見【通則法第 12条の２第１項第２号、第 32条第

５項、第35条の６第８項関係】 

   

 主務大臣が行う見込評価の結果に関する意見については、以下により、評価指

針等を踏まえ厳正に調査審議を行う。また、その際には、①対象法人に係る政策

評価・独立行政法人評価委員会（以下「政独委」という。）の累次の「勧告の方向

性」及び「独立行政法人等の業務実績に関する二次評価結果」を受けた取組状況

を勘案するとともに、②「平成 27年度から目標期間が始まる 12独立行政法人の

新中（長）期目標（案）に対する意見」（平成 27年２月 25日政独委）（各法人共

通意見）の内容等を参考にするものとする。 

 

Ⅰ 見込評価の結果についての意見【通則法第 12条の２第１項第２号、第 32条第

５項、第35条の６第８項関係】 

 

主務大臣が行う見込評価の結果に関する意見については、以下により、評価指

針等を踏まえ厳正に調査審議を行う。また、その際には、①対象法人に係る政策

評価・独立行政法人評価委員会（以下「政独委」という。）の累次の「勧告の方向

性」及び「独立行政法人等の業務実績に関する二次評価結果」を受けた取組状況

を勘案するとともに、②「平成27年度から目標期間が始まる12独立行政法人の

新中（長）期目標（案）に対する意見」（平成27年２月25日政委第６号。以下「平

成27年２月意見」という。）、「平成27 年度末に中（長）期目標期間が終了する

独立行政法人の業務及び組織の見直しについての意見」（平成27年11月27日独

評委第45号。以下「平成27年11月意見」という。）及び「平成28年度から始ま

る中（長）期目標案についての意見」（平成28年２月22日独評委第４号。以下

「平成28年２月意見」という。）における各法人共通意見の内容を参考とする。 

なお、見込評価については、その結果を中（長）期目標期間終了時の業務・組

織の見直しに反映することとされているものであり、後述Ⅱの中で一体的に取り

扱うものとする。 

 

１ 評価指針 

  (1) 策定の経緯 

独立行政法人の目標管理の仕組みにおいては、主務大臣が定める法人の目

標の達成度合いを業務の実績評価の尺度とした上で、業務の実績評価の結果

を組織・事業の見直しや改廃に活用していくものであることから、どのよう

にして適正かつ厳正な評価を実施するかが極めて重要である。 

今般の独立行政法人制度改革では、法人の政策実施機能の最大化を図る観

点から、主務大臣の下におけるＰＤＣＡサイクルを十分に機能させるため、

各府省独立行政法人評価委員会がそれぞれ評価基準を定め、それに基づいて

評価を行うそれまでの仕組みから、総務大臣が業務の評価に関する政府統一

的な指針を定め、それに基づいて主務大臣が自ら評価を行う仕組みに改めら

れた。 

(2) 基本的な考え方及び具体的な取組方針 

１ 評価指針 

  (1) 策定の経緯 

独立行政法人の目標管理の仕組みにおいては、主務大臣が定める法人の目

標の達成度合いを業務の実績評価の尺度とした上で、業務の実績評価の結果

を組織・事業の見直しや改廃に活用していくものであることから、どのよう

にして適正かつ厳正な評価を実施するかが極めて重要である。 

今般の独立行政法人制度改革では、法人の政策実施機能の最大化を図る観

点から、主務大臣の下におけるＰＤＣＡサイクルを十分に機能させるため、

各府省独立行政法人評価委員会がそれぞれ評価基準を定め、それに基づいて

評価を行うそれまでの仕組みから、総務大臣が業務の評価に関する政府統一

的な指針を定め、それに基づいて主務大臣が自ら評価を行う仕組みに改めら

れた。 

(2) 基本的な考え方及び具体的な取組方針 
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平成27年度 平成28年度（赤字は「骨子」を反映した修正箇所） 

主務大臣が行う見込評価は、当該評価の結果を中（長）期目標期間終了時

の法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全

般にわたる検討並びに新中（長）期目標の策定に活用することを目的として

いる。見込評価がこれらに活用し得る実効性のある評価となるためには、事

業等のまとまりごとの業務の実績に関する定量的、客観的な指標に基づき、

その評定に至った根拠、理由等が明確にされるなど、評価指針に基づき適切

に実施されることが必要である。 

このため、委員会における調査審議に当たっては、以下の点等について確

認するものとする。 

① 目標と実績の比較により、目標の達成及び進捗状況を的確に把握した上

で業務運営上の課題を的確に把握した評価がなされているか。 

② 目標と実績の差異についての要因分析が的確に行われているか。 

③ 業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連性等を明

らかにした上での評価が行われているか。 

また、評価に当たっては、評価指針において、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」

又は「Ｄ」の５段階の評定を付すことにより行うこと、また、定量的な目標

に対して100％以上120％未満の達成度合いである場合に「Ｂ」評定を付し、

当該評定を標準とすることとされている。 

したがって、委員会における調査審議に当たっては、「Ｂ」を標準として

評定が適切に付されているか、また、「Ｓ」又は「Ａ」評定が付されている

場合、その根拠が具体的かつ明確に示されているかについて厳正に確認する

ものとする。 

 

主務大臣が行う見込評価は、当該評価の結果を中（長）期目標期間終了時

の法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全

般にわたる検討並びに新中（長）期目標の策定に活用することを目的として

いる。見込評価がこれらに活用し得る実効性のある評価となるためには、事

業等のまとまりごとの業務の実績に関する定量的、客観的な指標に基づき、

その評定に至った根拠、理由等が明確にされるなど、評価指針に基づき適切

に実施されることが必要である。 

このため、委員会における調査審議に当たっては、以下の点等について確

認するものとする。 

① 目標と実績の比較により、目標の達成及び進捗状況を的確に把握した上

で業務運営上の課題を的確に把握した評価がなされているか。 

② 目標と実績の差異についての要因分析が的確に行われているか。 

③ 業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連性等を明

らかにした上での評価が行われているか。 

また、評価に当たっては、評価指針において、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」

又は「Ｄ」の５段階の評定を付すことにより行うこと、また、定量的な目標

に対して100％以上120％未満の達成度合いである場合に「Ｂ」評定を付し、

当該評定を標準とすることとされている。 

したがって、委員会における調査審議に当たっては、「Ｂ」を標準として

評定が適切に付されているか、また、「Ｓ」又は「Ａ」評定が付されている

場合、その根拠が具体的かつ明確に示されているかについて厳正に確認する

ものとする。 

 

２ 対象法人に係る政独委の「勧告の方向性」及び「独立行政法人等の業務実績

に関する二次評価結果」を受けた取組状況 

  (1) これまでの経緯 

従来、独立行政法人の中期目標期間（３～５年）の終了時に主務大臣が行

う法人の組織・業務全般の見直しについては、平成 15 年度以降、政独委に

おいて「勧告の方向性」という形で指摘事項が取りまとめられてきた。また、

各府省の評価委員会が実施する毎事業年度における業務実績に関する評価

の結果に関しては、政独委において、二次的に横断的な評価が行われてきた。

政独委によるこれらの取組は、法人個々の目的、業務の特性等を踏まえ、法

人の適正かつ効率的な運営や、評価の厳格性・信頼性を確保するために行わ

れてきたものである。 

  (2) 基本的な考え方及び具体的な取組方針 

２ 対象法人に係る政独委の「勧告の方向性」及び「独立行政法人等の業務実績

に関する二次評価結果」を受けた取組状況 

  (1) これまでの経緯 

従来、独立行政法人の中期目標期間（３～５年）の終了時に主務大臣が行

う法人の組織・業務全般の見直しについては、平成 15 年度以降、政独委に

おいて「勧告の方向性」という形で指摘事項が取りまとめられてきた。また、

各府省の評価委員会が実施する毎事業年度における業務実績に関する評価

の結果に関しては、政独委において、二次的に横断的な評価が行われてきた。

政独委によるこれらの取組は、法人個々の目的、業務の特性等を踏まえ、法

人の適正かつ効率的な運営や、評価の厳格性・信頼性を確保するために行わ

れてきたものである。 

  (2) 基本的な考え方及び具体的な取組方針 
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上記(1)を踏まえ、主務大臣の下における対象法人についてのＰＤＣＡサ

イクルを徹底する観点からは、これら「勧告の方向性」等の主な視点や指摘

内容とその指摘を受けて法人及び主務大臣がどのような措置を講じてきた

かを確認することが必要である。このため、委員会における調査審議に当た

っては、「勧告の方向性」及び「独立行政法人等の業務実績に関する二次評

価結果」を受けた当該法人及び主務大臣における取組状況を勘案するものと

する。 

 

上記(1)を踏まえ、主務大臣の下における対象法人についてのＰＤＣＡサ

イクルを徹底する観点からは、これら「勧告の方向性」等の主な視点や指摘

内容とその指摘を受けて法人及び主務大臣がどのような措置を講じてきた

かを確認することが必要である。このため、委員会における調査審議に当た

っては、「勧告の方向性」及び「独立行政法人等の業務実績に関する二次評

価結果」を受けた当該法人及び主務大臣における取組状況を勘案するものと

する。 

 

３ 「平成27年度から目標期間が始まる12独立行政法人の新中（長）期目標（案）

に対する意見」（平成27年２月25日政独委）（各法人共通意見） 

  

(1) 基本的な考え方 

平成27年度から新たな中（長）期目標期間が始まった12独立行政法人の

新たな中（長）期目標については、同目標（案）の通知を受けた政独委にお

いて調査審議が行われ、本年２月、各法人に共通する基本的な事項として標

記意見が取りまとめられ、主務大臣に通知された。 

 

 

 

 

主務大臣による見込評価の結果は、中（長）期目標期間の終了時までに行

う対象独立行政法人の業務及び組織の全般にわたる検討に反映・活用され、

また、次期中（長）期目標期間に係る目標の策定等に反映されることで、主

務大臣の下におけるＰＤＣＡサイクルが徹底されることとなる。そのために

は、法人の長の下で自律的な法人運営が機能することが前提となる。 

 

(2) 具体的な取組方針 

上記(1)を踏まえ、委員会における調査審議に当たっては、標記意見のう

ち、法人の長の下での自律的な法人運営のＰＤＣＡサイクルの強化に資する

以下の指摘内容等を参考にするものとする。 

① 中(長)期目標における一定の事業等のまとまりごとの財務情報のほか、

必要に応じて、法人の業務の特性に応じた施設別のセグメント情報、研究

分野別セグメント情報は開示されているか。 

② 法人の内部統制に責任を有する法人の長が内部統制の実態を適切に把

握し、内部統制が機能していないと認められる場合は、法人においてその

３ 「平成28年度から始まる中（長）期目標案についての意見」（平成28年２月

22日独評委第４号）等において各法人共通事項として述べた内容 

 

(1) 基本的な考え方 

委員会は、平成27年度末に中（長）期目標期間が終了した36独立行政法

人の目標期間終了時の業務・組織の見直しについては平成27年11月意見を、

当該法人の新たな中（長）期目標案については平成 28 年２月意見をそれぞ

れ取りまとめ主務大臣に通知した。これらにおいて各法人共通事項として述

べている内容は、28 年度以降に中（長）期目標期間が終了する法人に関し

ても同様に該当するものである。また、平成 26 年度末に中（長）期目標期

間が終了した12独立行政法人に関して述べた平成27年2月意見における各

法人共通事項の内容もこれらに包含されるものである。 

主務大臣による見込評価の結果は、中（長）期目標期間の終了時までに行

う対象独立行政法人の業務及び組織の全般にわたる検討に反映・活用され、

また、次期中（長）期目標期間に係る目標の策定等に反映されることで、主

務大臣の下におけるＰＤＣＡサイクルが徹底されることとなる。そのために

は、法人の長の下で自律的な法人運営が機能することが前提となる。 

 

(2) 具体的な取組方針 

上記(1)を踏まえ、委員会における調査審議に当たっては、標記意見のう

ち、法人の長の下での自律的な法人運営のＰＤＣＡサイクルの強化に資する

以下の指摘内容等を参考にするものとする。 

① 中(長)期目標における一定の事業等のまとまりごとの財務情報のほか、

必要に応じて、法人の業務の特性に応じた施設別のセグメント情報、研究

分野別セグメント情報は開示されているか。 

② 法人の内部統制に責任を有する法人の長が内部統制の実態を適切に把

握し、法人の組織管理及び業務遂行において、管理会計の手法を活用して
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原因等を分析し評価した上で必要な見直しを行っているか。 

 

コスト管理を的確に行い、情報セキュリティを確保しつつ内部統制システ

ムを機能させるなど、法人の長のマネジメントが発揮される環境を整える

取組がなされているか。 

 

Ⅱ 中（長）期目標期間の終了時の検討・措置についての意見の主な視点【通則法

第12条の２第１項第２号、第35条第３項、第35条の７第４項関係】 

   

１ 基本的な考え方 

  政府は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24

日閣議決定）において、独立行政法人が業務運営等に係る国民への説明責任を

果たしつつ、その政策実施機能を最大化することができるようにするための独

立行政法人制度改革の基本的な方向性と講ずべき措置等を決定した。同閣議決

定は、独立行政法人の組織・業務全般について、網羅的にその見直しの方向が

整理された直近のものであり、今後の法人の見直しに当たっての重要な考え方

となるものである。 

  また、「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の取組の方

針」（平成 15年７月１日政独委決定）において、独立行政法人の中期目標期間

の終了時の検討・措置に関する政独委としての調査審議の基本的な考え方が整

理されている。同方針では、対象法人の特定の事務及び事業を取り出して局所

的に改廃措置を検討するのではなく、当該法人の事務及び事業の全体について

その改廃の必要性に関する大局を押さえた検討を行い、その結果必要と認めら

れる改廃の方向性が見いだされた場合には、当該方向性に応じた法人の具体的

な改廃措置の検討を集中的・重点的に行うこととされており、委員会において

も、その考え方を再確認することとする。 

さらに、政独委はこれまで「中期目標期間終了時における独立行政法人の組

織・業務全般の見直しについて」（平成15年８月１日閣議決定）において示さ

れた見直しに係る視点や具体的措置内容を踏まえ「勧告の方向性」を取りまと

めてきたところであり、これら累次の指摘事項等は、新たな独立行政法人制度

の下においても引き続き重要な参考となる。 

 

Ⅱ 中（長）期目標期間の終了時の検討・措置についての意見の主な視点【通則法

第12条の２第１項第２号、第35条第３項、第35条の７第４項関係】 

   

１ 基本的な考え方 

  政府は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24

日閣議決定）において、独立行政法人が業務運営等に係る国民への説明責任を

果たしつつ、その政策実施機能を最大化することができるようにするための独

立行政法人制度改革の基本的な方向性と講ずべき措置等を決定した。同閣議決

定は、独立行政法人の業務・組織全般について、網羅的にその見直しの方向が

整理された直近のものであり、今後の法人の見直しに当たっての重要な考え方

となるものである。 

  また、「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の取組の方

針」（平成 15年７月１日政独委決定）において、独立行政法人の中期目標期間

の終了時の検討・措置に関する政独委としての調査審議の基本的な考え方が整

理されている。同方針では、対象法人の特定の事務及び事業を取り出して局所

的に改廃措置を検討するのではなく、当該法人の事務及び事業の全体について

その改廃の必要性に関する大局を押さえた検討を行い、その結果必要と認めら

れる改廃の方向性が見いだされた場合には、当該方向性に応じた法人の具体的

な改廃措置の検討を集中的・重点的に行うこととされており、委員会において

も、その考え方を再確認することとする。 

さらに、政独委はこれまで「中期目標期間終了時における独立行政法人の組

織・業務全般の見直しについて」（平成15年８月１日閣議決定）において示さ

れた見直しに係る視点や具体的措置内容を踏まえ「勧告の方向性」を取りまと

めてきたところであり、これら累次の指摘事項等は、新たな独立行政法人制度

の下においても引き続き重要な参考となる。 

また、新たな独立行政法人制度下の第三者機関である委員会が平成 27年 11

月意見において各法人共通事項として述べた内容についても、Ⅰ3(1)で述べた

とおり、今後の組織今後の中（長）期目標期間終了時の検討・措置において当

てはまるものである。 

 

２ 具体的な取組方針 ２ 具体的な取組方針 
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上記１を踏まえ、委員会における調査審議に当たっては、それらで示された

以下のような視点により検討を行うものとする。 

なお、委員会が述べた意見に実効力を持たせるため、委員会は、主要な事務

及び事業の改廃に関して主務大臣への勧告（通則法第35条第４項及び第35条

の７第５項）と、これに続く措置として内閣総理大臣への意見具申（同法第35

条の２）ができることとなっている。委員会としては、主務大臣による意見の

反映状況を注視し、必要に応じ、これらの権限を適切に行使するものとする。 

 

(1) 独立行政法人の業務全般にわたる見直しの主な視点 

ア 事務及び事業の在り方に関する視点 

(ア) 国が関与する事務及び事業としての必要性、妥当性 

ⅰ）政策目的の達成状況 

ⅱ）社会経済情勢の変化の状況 

ⅲ）国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地との関係 

ⅳ）利用者、顧客、受益者等のニーズ、実態上の範囲の状況 

(イ) 事務及び事業を制度的独占により行う必要性 

イ 事務及び事業を現在担っている実施主体の適切性に関する視点 

(ア) 現行の実施主体の設立目的、ほかの事務及び事業との関係 

(イ) 現行の実施主体の財務状況 

 

委員会における調査審議に当たっては、法人の長のリーダーシップの下、国

の政策の実施機能の最大化を図るという独立行政法人制度改革の趣旨が一層

徹底されるよう、平成27年11月意見の各法人共通事項の内容や、昨年度にお

ける委員会での調査審議の結果得られた検討課題なども踏まえ、 

① 政府の重要政策を含めた国の政策の実施機能が向上するような目標を策

定すべく業務及び組織を抜本的に見直していくこと 

その際、②の取組と相俟って、法人の長のリーダーシップの下、このよう

な目標を法人内部の隅々に展開した上で、個々の業務遂行や組織管理の実践

につなげていくこと 

② 管理会計の手法を活用してコスト管理を的確に行い、情報セキュリティを

確保しつつ内部統制システムを機能させるなど、長のマネジメントが発揮さ

れる環境を整えること 

③ 国の政策上の位置づけ、法人のミッション、達成すべき成果を、具体的な

裏付けに基づきつつ、国民にとってわかりやすく示していくこと 

に留意して点検する。 

その際、上記１を踏まえ、以下のような視点により検討を行うものとする。 

 

なお、委員会が述べた意見に実効力を持たせるため、委員会は、主要な事務

及び事業の改廃に関して主務大臣への勧告（通則法第35条第４項及び第35条

の７第５項）と、これに続く措置として内閣総理大臣への意見具申（同法第35

条の２）ができることとなっている。委員会としては、主務大臣による意見の

反映状況を注視し、必要に応じ、これらの権限を適切に行使するものとする。 

 

(1) 独立行政法人の業務全般にわたる見直しの主な視点 

ア 事務及び事業の在り方に関する視点 

(ア) 国が関与する事務及び事業としての必要性、妥当性 

ⅰ）政策目的の達成状況 

ⅱ）社会経済情勢の変化の状況 

ⅲ）国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地との関係 

ⅳ）利用者、顧客、受益者等のニーズ、実態上の範囲の状況 

(イ) 事務及び事業を制度的独占により行う必要性 

イ 事務及び事業を現在担っている実施主体の適切性に関する視点 

(ア) 現行の実施主体の設立目的、ほかの事務及び事業との関係 

(イ) 現行の実施主体の財務状況 
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(ウ) 関連する事務及び事業の実施主体との分担関係 

(エ) 現行の実施主体の組織形態、人事との関係 

ウ 事務及び事業の実施方法・手段の適切性に関する視点 

(ア) 実施方法等の効率性、代替可能性   

(イ) 関連する事務及び事業の実施方法等との分担関係 

(ウ) 現行の実施方法等と人事との関係 

エ 事務及び事業の効率性、有効性に関する視点 

(ア) 効率化、質の向上等の達成状況 

(イ) 効率化、質の向上等に係る指標の動向 

(ウ) 勘定区分の機能状況 

(エ) 受益者負担の在り方 

オ 事務及び事業の見直しの経緯の検証に関する視点 

 

(2) 事務及び事業の改廃に係る主な具体的措置 

ア 事務及び事業の廃止 

イ 民間又は地方公共団体への移管 

ウ 事務及び事業の一部又は全部の統合 

エ 事務及び事業に係る補助金等依存度の更なる縮減等 

オ 事務及び事業の他の独立行政法人への移管等 

カ 事務及び事業の一部又は全部の民間委託、民間委託の範囲の拡大 

キ 事務及び事業の特化・重点化又は整理縮小 

ク 事務及び事業の運営の合理化・適正化・効率化 

ケ 市場化テストその他事務及び事業についての改善措置の試行的実施 

コ 保有資産の見直し 

 

(3) その他独立行政法人の組織の見直しに係る主な具体的措置 

ア 業務の大部分又は主たる業務が廃止され、又は民間その他の運営主体に

移管された法人について、当該法人を廃止した場合にどのような問題が生

じるのかを具体的かつ明確に説明できない場合には、当該法人を廃止す

る。 

法人を廃止しない場合であっても、業務の大部分又は主たる業務の廃止

又は他の運営主体への移管に伴い、当該法人の組織を大幅にスリム化す

る。 

イ 不祥事案件など、著しい信用失墜事件が発生した法人については、事実

関係の把握結果と発生要因の分析、再発防止策等の取組状況を踏まえ、再

(ウ) 関連する事務及び事業の実施主体との分担関係 

(エ) 現行の実施主体の組織形態、人事との関係 

ウ 事務及び事業の実施方法・手段の適切性に関する視点 

(ア) 実施方法等の効率性、代替可能性   

(イ) 関連する事務及び事業の実施方法等との分担関係 

(ウ) 現行の実施方法等と人事との関係 

エ 事務及び事業の効率性、有効性に関する視点 

(ア) 効率化、質の向上等の達成状況 

(イ) 効率化、質の向上等に係る指標の動向 

(ウ) 勘定区分の機能状況 

(エ) 受益者負担の在り方 

オ 事務及び事業の見直しの経緯の検証に関する視点 

 

(2) 事務及び事業の改廃に係る主な具体的措置 

ア 事務及び事業の廃止 

イ 民間又は地方公共団体への移管 

ウ 事務及び事業の一部又は全部の統合 

エ 事務及び事業に係る補助金等依存度の更なる縮減等 

オ 事務及び事業の他の独立行政法人への移管等 

カ 事務及び事業の一部又は全部の民間委託、民間委託の範囲の拡大 

キ 事務及び事業の特化・重点化又は整理縮小 

ク 事務及び事業の運営の合理化・適正化・効率化 

ケ 市場化テストその他事務及び事業についての改善措置の試行的実施 

コ 保有資産の見直し 

 

(3) その他独立行政法人の組織の見直しに係る主な具体的措置 

ア 業務の大部分又は主たる業務が廃止され、又は民間その他の運営主体に

移管された法人について、当該法人を廃止した場合にどのような問題が生

じるのかを具体的かつ明確に説明できない場合には、当該法人を廃止す

る。 

法人を廃止しない場合であっても、業務の大部分又は主たる業務の廃止

又は他の運営主体への移管に伴い、当該法人の組織を大幅にスリム化す

る。 

イ 不祥事案件など、著しい信用失墜事件が発生した法人については、事実

関係の把握結果と発生要因の分析、再発防止策等の取組状況を踏まえ、再
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発防止を徹底する観点から、内部統制システムの強化による責任ある体制

の確立など、必要な組織体制の見直しを行う。 

 

 

発防止を徹底する観点から、内部統制システムの強化による責任ある体制

の確立など、必要な組織体制の見直しを行う。 

 

Ⅲ 中（長）期目標（案）についての意見【通則法第 12 条の２第１項第２号、第

29条第３項、第35条の４第３項関係】 

 

 中（長）期目標（案）に関する意見については、主務大臣の下におけるＰＤＣ

Ａサイクルを十分に機能させるという今般の独立行政法人制度改革の趣旨を踏ま

え、以下により、目標策定指針等に基づき厳正に調査審議を行う。また、その際

には、①見込評価の結果及び中（長）目標期間の終了時の検討・措置に対する委

員会の意見、②「平成27年度から目標期間が始まる12独立行政法人の新中（長）

期目標（案）に対する意見」（平成 27年２月 25日政独委）（各法人共通意見）の

内容等を踏まえて検討を行うものとする。 

 

Ⅲ 中（長）期目標（案）についての意見【通則法第 12 条の２第１項第２号、第

29条第３項、第35条の４第３項関係】 

 

中（長）期目標（案）に関する意見については、主務大臣の下におけるＰＤＣ

Ａサイクルを十分に機能させるという今般の独立行政法人制度改革の趣旨を踏ま

え、以下により、目標策定指針等に基づき厳正に調査審議を行う。また、その際

には、①見込評価の結果及び中（長）目標期間の終了時の検討・措置に対する委

員会の意見、②平成27年２月意見、平成27年11月意見及び平成28年２月意見

における各法人共通事項の内容等を踏まえて検討を行うものとする。 

 

１ 目標策定指針等 

(1) 策定の経緯等  

独立行政法人の目標管理の仕組みにおいては、主務大臣が定める法人の目

標の達成度合いが業務の実績評価の尺度となり、その評価結果を組織・事業

の見直しや改廃に活用するものであることを踏まえ、法人の業務の進捗状況

等が明確に把握できるような目標を定めることが必要である。 

  このため、今般の独立行政法人制度改革により、上述した評価指針に加え

て、新たに主務大臣が中（長）期目標を定める際、全ての法人の中（長）期

目標について具体性や的確性、明確性を確保することを目的として、総務大

臣が政府共通的な基準である目標策定指針を策定することとされた。 

(2) 具体的な取組方針 

委員会における調査審議に当たっては、中（長）期目標（案）が、目標策

定指針等に基づき、以下の点などについて、法人の業務等に係る国民への説

明責任を果たしつつ法人の政策実施機能を最大化する観点から適切なもの

となっているか、また、法人の業務実績評価が適正に行われる上で十分具体

的な内容となっているかを確認するものとする。 

① 何についてどのような水準を実現するのか。 

② アウトプットに着目した目標を必ず定めるとともに、できる限りアウト

カムに着目した目標を定めているか。 

③ できる限り定量的な目標となっているか。 

１ 目標策定指針等 

(1) 策定の経緯等  

独立行政法人の目標管理の仕組みにおいては、主務大臣が定める法人の目

標の達成度合いが業務の実績評価の尺度となり、その評価結果を組織・事業

の見直しや改廃に活用するものであることを踏まえ、法人の業務の進捗状況

等が明確に把握できるような目標を定めることが必要である。 

  このため、今般の独立行政法人制度改革により、上述した評価指針に加え

て、新たに主務大臣が中（長）期目標を定める際、全ての法人の中（長）期

目標について具体性や的確性、明確性を確保することを目的として、総務大

臣が政府共通的な基準である目標策定指針を策定することとされた。 

(2) 具体的な取組方針 

委員会における調査審議に当たっては、中（長）期目標（案）が、目標策

定指針等に基づき、以下の点などについて、法人の業務等に係る国民への説

明責任を果たしつつ法人の政策実施機能を最大化する観点から適切なもの

となっているか、また、法人の業務実績評価が適正に行われる上で十分具体

的な内容となっているかを確認するものとする。 

① 何についてどのような水準を実現するのか。 

② アウトプットに着目した目標を必ず定めるとともに、できる限りアウト

カムに着目した目標を定めているか。 

③ できる限り定量的な目標となっているか。 
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④ 統合することとされた法人については、統合に伴う効果が中（長）期目

標（案）にどのように反映されているか。 

 

④ 統合することとされた法人については、統合に伴う効果が中（長）期目

標（案）にどのように反映されているか。 

 

 ２ 対象法人に係る見込評価結果及び中（長）期目標期間の終了時の検討・措置

に対する委員会の意見 

  (1) 基本的な考え方 

主務大臣は、見込評価の結果を、中（長）期目標期間の終了時までに行う

対象独立行政法人の業務及び組織の全般にわたる検討に反映・活用するとと

もに、それらの内容を当該法人の次期中（長）期目標期間に係る目標の策定

等に反映させることで、主務大臣の下におけるＰＤＣＡを徹底することとな

る。 

  (2) 具体的な取組方針 

上記(1)を踏まえ、主務大臣によるこれらの評価の結果が、次期中（長）

期目標に集約されることとなることから、主務大臣によるそれらの検討・措

置に対する委員会の意見の内容が、当該法人の中（長）期目標（案）に的確

に反映されているか、厳正に確認を行うものとする。 

 

２ 対象法人に係る見込評価結果及び中（長）期目標期間の終了時の検討・措置

に対する委員会の意見 

  (1) 基本的な考え方 

主務大臣は、見込評価の結果を、中（長）期目標期間の終了時までに行う

対象独立行政法人の業務及び組織の全般にわたる検討に反映・活用するとと

もに、それらの内容を当該法人の次期中（長）期目標期間に係る目標の策定

等に反映させることで、主務大臣の下におけるＰＤＣＡを徹底することとな

る。 

  (2) 具体的な取組方針 

上記(1)を踏まえ、主務大臣によるこれらの評価の結果が、次期中（長）

期目標に集約されることとなることから、主務大臣によるそれらの検討・措

置に対する委員会の意見の内容が、当該法人の中（長）期目標（案）に的確

に反映されているか、厳正に確認を行うものとする。 

 

３ 「平成27年度から目標期間が始まる12独立行政法人の新中（長）期目標（案）

に対する意見」（平成27年２月25日政独委）（各法人共通意見） 

 

(1) 基本的な考え方 

平成27年度から新たな中（長）期目標期間が始まった12独立行政法人の

新たな中（長）期目標については、同目標（案）の通知を受けた政独委にお

いて、改正された通則法の下、目標（案）の内容が目標策定指針等に沿った

適切なものとなっているか確認を行い、本年２月、各法人に共通する基本的

な事項として、標記意見が取りまとめられ、各主務大臣に通知された。 

  標記意見の内容は、基本的に目標策定指針を踏まえたものであるが、加え

て「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」の改訂を踏

まえ、以下の内容を各法人に共通する事項として意見を取りまとめ、各主務

大臣に通知しているところである。 

 

 

 

(2) 具体的な取組方針 

上記(1)を踏まえ、委員会における調査審議に当たっては、以下の内容を

３ 「平成28年度から始まる中（長）期目標案についての意見」（平成28年２月

22日独評委第４号）等において各法人共通事項として述べた内容 

 

(1) 基本的な考え方 

Ⅰ3(1)で述べたとおり、委員会は、平成 27 年度末に中（長）期目標期間

が終了した36独立行政法人の新たな中（長）期目標案については平成28年

２月意見を、平成26年度末に中（長）期目標期間が終了した12独立行政法

人の新たな中（長）期目標案については平成 27 年２月意見を取りまとめ、

主務大臣に通知した。 

これらにおいて、各法人共通事項としては、目標策定指針に基づき、国の

政策実施機能の向上、政策目標の明確化、組織運営及びガバナンスの適正化、

管理会計の手法の活用による予算執行の効率化等の財務内容の改善に関す

る取組について指摘しているところであり、その内容は、28 年度以降に中

（長）期目標期間が終了する法人が新たに策定する中（長）期目標案に関し

ても同様に該当するものである。 

 

(2) 具体的な取組方針 

上記(1)や、昨年度における委員会での調査審議の結果得られた検討課題
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踏まえるものとする。 

 

 

 

 

 

 

① 運営費交付金の収益化基準として業務達成基準の原則化に伴い、収益化

単位ごとの予算と実績を管理する体制を構築することを目標として明記

すべき。 

② 目標策定指針における一定の事業等のまとまりごとの財務情報のほか、

必要に応じて、法人や業務の特性に応じた施設別セグメント情報、研究分

野別セグメント情報を開示することについて、目標として明記する必要が

ある。 

 

なども踏まえ、平成 28 年度は、以下の内容に留意して調査審議を行うもの

とする。 

① 政府の重要政策を含めた国の政策の実施機能の向上に資するような目

標を策定すること。 

    ② 管理会計の手法を活用してコスト管理を的確に行い、情報セキュリティ

を確保しつつ内部統制システムを機能させるなど、法人の長のマネジメン

トが発揮される環境整備に関する事項を目標に位置づけること。 

③ 運営費交付金の収益化基準として業務達成基準の原則化に伴い、収益化

単位ごとの予算と実績を管理する体制を構築することを目標として明記

すること。 

④ 目標策定指針における一定の事業等のまとまりごとの財務情報のほか、

必要に応じて、法人や業務の特性に応じた施設別セグメント情報、研究分

野別セグメント情報を開示することについて、目標として明記する必要が

あること。 

     ⑤ 法人の目標において、国の政策上の位置づけ、法人のミッション、達成

すべき成果を、具体的な裏付けに基づきつつ、国民にとってわかりやすく

示すこと。 

 

 ４ 特定国立研究開発法人の中長期目標の変更について 

 

先般成立した特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別

措置法（平成28年法律第43号）に規定されている特定国立研究開発法人につ

いては、同法施行までの間において、中長期目標の変更が想定される。当該変

更に係る当委員会への意見聴取に関しては、目標策定指針と、同法第３条に規

定する基本方針（特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基

本的な方針）との関係が適切に整理された上で、これらを踏まえて、審議を行

うこととする。 
 

Ⅳ 年度評価及び期間実績評価についての意見【通則法第12条の２第１項第２号、

第６号、年度評価（第32条第１項第１号、第35条の６第１項第１号、第35条の

11第１項）、期間実績評価（第32条第１項第３号、第35条の６第１項第３号）】(注) 

 

１ 基本的な考え方 

  通則法では、主務大臣は、独立行政法人の業務の実績等に関し、年度評価（中

期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人）、期間実績評価（中期目

Ⅳ 年度評価及び期間実績評価についての意見【通則法第12条の２第１項第２号、

第６号、年度評価（第32条第１項第１号、第35条の６第１項第１号、第35条の

11第１項）、期間実績評価（第32条第１項第３号、第35条の６第１項第３号）】(注) 

 

１ 基本的な考え方 

  通則法では、主務大臣は、独立行政法人の業務の実績等に関し、年度評価（中

期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人）、期間実績評価（中期目
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標管理法人及び国立研究開発法人）を、それぞれ行うこととされている。 

これらの評価について、委員会は、通則法第12条の２第１項第６号により、

公表された評価結果又は評価指針に基づき各府省から提出される評価書に関

し、それらの評価の実施が著しく適正を欠くと認める場合は、主務大臣に対し

意見を述べることとされている。 

標管理法人及び国立研究開発法人）を、それぞれ行うこととされている。 

これらの評価について、委員会は、通則法第12条の２第１項第６号により、

公表された評価結果又は評価指針に基づき各府省から提出される評価書に関

し、それらの評価の実施が著しく適正を欠くと認める場合は、主務大臣に対し

意見を述べることとされている。 

 ２ 具体的な取組方針 

上記１を踏まえ、これらの主務大臣が行う独立行政法人の業務の実績等に関

する評価については、目標策定指針及び評価指針に照らして、以下のような実

施方法や評価結果等となっていないか、確認するものとする。 

① 目標策定指針において評価単位とされている中（長）目標の項目のうち、

評価されていない項目がある。 

② 評価対象とすべき業務実績、事実関係に基づき適切に評価されていないな

どその過程に問題がある。 

③ 評価指針に基づき「Ｂ」評定を標準とすることとされているところ、評定

の理由・根拠等についての説明が不明確・不十分のまま「Ｓ」又は「Ａ」評

定が付されている。 

 

 

 

 

 

 
(注) このほか、国立研究開発法人の「中長期目標期間中間評価」（通則法第35条の６第２項。

中長期目標期間が６年又は７年の場合、法人の長の任期（３年又は４年）の終了後、主務大臣

がより適切と認める者を法人の長に任命する等のため、当該法人の長が在職していた期間の業

務実績について主務大臣が行う評価）及び行政執行法人の「効率化評価」(通則法 35 条の 11

第２項。３年以上５年以下の期間で主務省令で定める期間の終了後、当該期間における業務運

営の効率化に関する実施状況について主務大臣が行う評価)があるが、平成27年度は対象法人

がない。  

 

２ 具体的な取組方針 

上記１を踏まえ、これらの主務大臣が行う独立行政法人の業務の実績等に関

する評価については、目標策定指針及び評価指針に照らして、以下のような実

施方法や評価結果等となっていないか、確認するものとする。 

① 目標策定指針において評価単位とされている中（長）目標の項目のうち、

評価されていない項目がある。 

② 評価対象とすべき業務実績、事実関係に基づき適切に評価されていないな

どその過程に問題がある。 

③ 評価指針に基づき「Ｂ」評定を標準とすることとされているところ、評定

の理由・根拠等についての説明が不明確・不十分のまま「Ｓ」又は「Ａ」評

定が付されている。 

なお、平成 28 年度に行われる年度評価及び期間実績評価については、主務

大臣においては、昨年度の点検によって得られた知見を有効に活用した上で適

正な評価を行い、委員会においては、独立行政法人評価に係る取組課題を踏ま

えて一定の事項を選定の上、当該事項を重点的に点検（評定に至った理由の妥

当性を確認）するものとする。 

 
(注) このほか、国立研究開発法人の「中長期目標期間中間評価」（通則法第35条の６第２項。

中長期目標期間が６年又は７年の場合、法人の長の任期（３年又は４年）の終了後、主務大臣

がより適切と認める者を法人の長に任命する等のため、当該法人の長が在職していた期間の業

務実績について主務大臣が行う評価）及び行政執行法人の「効率化評価」(通則法 35 条の 11

第２項。３年以上５年以下の期間で主務省令で定める期間の終了後、当該期間における業務運

営の効率化に関する実施状況について主務大臣が行う評価)があるが、平成28年度は対象法人

がない。  

 

 Ⅴ その他評価の制度に関する重要事項等の調査審議について【通則法第12条の２

第１項第５号及び第６号関係】 

 

 独立行政法人のＰＤＣＡサイクルが機能を発揮し、業務運営に対する国民への

説明責任を果たしつつ、その政策実施機能の最大化を図るためには、以下に示す

ような法人運営やガバナンスに関する事項について取組を推進していくことが求
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められる。 

当該事項については通則法に規定する「評価の制度に関する重要事項」に該当

するものとして委員会としても主体的に検討を行うこととし、その結果を踏まえ、

可能なものから順次、必要に応じて関係機関に要請を行いつつ、取組を進めるも

のとする。 

① 内部統制システムについては、法人の長のリーダーシップの下でＰＤＣＡサ

イクルを機能させていく上で重要な基盤となることから、委員会において、Ⅰ

からⅣまでにおいて掲げる業務（以下「法人評価サイクル」という。）の中で点

検していくことに加え、法人における取組状況を把握し、各府省及び法人との

間で共有・横展開を図るとともに、これがより適切に機能するための方策につ

いて検討を進めるものとする。 

② 社会や国民にとって重要な個人情報や研究情報を扱う独立行政法人におい

て、情報セキュリティを確立することが重要であることから、 

 ・ 目標において、情報セキュリティ対策を講ずる旨を記載する 

 ・ 主務大臣は、業績評価において情報セキュリティ対策の実施状況について

評価する 

等の政府全体の取組を踏まえ、委員会としても必要な対応を行うものとする。 

③ 法人が真に成果を挙げるためには、法人の役職員の士気を高めるとともに、

能動的・現場発生的な業務改善につながるインセンティブに留意する必要があ

る。こうした発想の下、民間においてＴＱＭ（Total Quality Management）に

係る取組の実態なども参考にしつつ、法人における業務遂行上の創意工夫、成

果の最大化に向けた取組などの業務改善の事例を把握し、各府省との間で共

有・横展開を図っていくなどの取組を進めるものとする。 

④ 独立行政法人間の共通的な業務、内部管理的な業務に関し、既往の決定に基

づく共同調達や間接業務の共同実施（業務の共同化）については、当面、法人

評価サイクルにおいて一層取組を推進するものとする。 

また、更なる業務の共同化については、民間等の先進的な事例や、法人の実

情等を把握した上で、独立行政法人の業務のＩＣＴ化など、これが効率的・効

果的に実施されるような方策について検討を進めるものとする。 

 

 

 



 
 

1 
 

（案） 

 

平成 28年度における独立行政法人評価制度委員会の評価に関する取組について 

 

                         平成 28年６月 日 

独立行政法人評価制度委員会決定 

 

 

 独立行政法人については、平成 27年４月１日以降、改正された独立行政法人通則法

（平成 11年法律第 103号。以下「通則法」という。）第 32条第１項（中期目標管理法

人）、第 35条の６第１項（国立研究開発法人）並びに第 35条の 11第１項及び第２項

（行政執行法人）に基づき、主務大臣による評価が行われることとなった。 

通則法第 12 条により設置された独立行政法人評価制度委員会（以下「委員会」と

いう。）は、同法第 12条の２第１項各号の事務を所掌している。委員会は、①主務大

臣が中（長）期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度終了後に行う、中（長）

期目標期間終了時に見込まれる業務実績評価（以下「見込評価」という。）の結果につ

いての意見、②主務大臣が行う中（長）期目標期間の終了時の検討・措置についての

意見、③主務大臣が作成する中（長）期目標（案）についての意見、④主務大臣が行

う年度評価、期間実績評価の結果についての意見等を述べることとされている。平成

28 年度は、平成 27 年度の取組を踏まえて、これらの意見等について調査審議を行う

こととなる。 

独立行政法人制度は、主務大臣が業務運営に関する目標を定め、その目標達成に向

けて法人が適正、効果的かつ効率的に公共的な業務を計画的に実施するとともに、法

人自ら及び主務大臣が法人の業務の実績について評価を行い、その結果を次期以降の

中(長)期目標の作成、事業の改廃を含む事務及び事業の見直し等に活用する仕組みで

ある。主務大臣の下におけるＰＤＣＡサイクルを徹底することは、今般の独立行政法

人制度改革の重点の一つである。委員会が上記の各意見を述べる際にも、｢独立行政法

人の評価に関する指針｣（平成 26年９月２日総務大臣決定、平成 27年５月 25日改定。

以下「評価指針」という。）、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成 26年９

月２日総務大臣決定、平成 27年５月 25日改定。以下「目標策定指針」という。）等を

踏まえることが重要である。 

また、委員会は、上記の所掌事務を遂行するに当たっては、政府で唯一の第三者機

関として、各府省と双方向で意見交換しつつ、法人の類型、事業の特性及び現場の実

態をきめ細かく把握した上で、政策全体の体系に留意しつつ、横断的な観点で、客観

的な資料に基づいて調査審議を行っていくことを重視するものとする。 

以上を踏まえ、委員会としての審議事項及び検討の視点等の明確化に資するため、

平成 28年度における委員会の評価に関する取組の基本方針を以下のとおりとする。 

 
 

資料２② 
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Ⅰ 見込評価の結果についての意見【通則法第 12条の２第１項第２号、第 32条第５

項、第 35条の６第８項関係】 

   

 主務大臣が行う見込評価の結果に関する意見については、以下により、評価指針

等を踏まえ厳正に調査審議を行う。また、その際には、①対象法人に係る政策評価・

独立行政法人評価委員会（以下「政独委」という。）の累次の「勧告の方向性」及

び「独立行政法人等の業務実績に関する二次評価結果」を受けた取組状況を勘案す

るとともに、②「平成 27 年度から目標期間が始まる 12 独立行政法人の新中（長）

期目標（案）に対する意見」（平成 27年２月 25日政独委。以下「平成 27年２月意

見」という。）、「平成 27 年度末に中（長）期目標期間が終了する独立行政法人の業

務及び組織の見直しについての意見」（平成 27 年 11 月 27 日独評委第 45 号。以下

「平成 27年 11月意見」という。）及び「平成 28年度から始まる中（長）期目標案

についての意見」（平成 28 年２月 22 日独評委第４号。以下「平成 28 年２月意見」

という。）における各法人共通意見の内容を参考とする。 

なお、見込評価については、その結果を中（長）期目標期間終了時の業務・組織

の見直しに反映することとされているものであり、後述Ⅱの中で一体的に取り扱う

ものとする。 

  

１ 評価指針 

  (1) 策定の経緯 

独立行政法人の目標管理の仕組みにおいては、主務大臣が定める法人の目標

の達成度合いを業務の実績評価の尺度とした上で、業務の実績評価の結果を組

織・事業の見直しや改廃に活用していくものであることから、どのようにして

適正かつ厳正な評価を実施するかが極めて重要である。 

今般の独立行政法人制度改革では、法人の政策実施機能の最大化を図る観点

から、主務大臣の下におけるＰＤＣＡサイクルを十分に機能させるため、各府

省独立行政法人評価委員会がそれぞれ評価基準を定め、それに基づいて評価を

行うそれまでの仕組みから、総務大臣が業務の評価に関する政府統一的な指針

を定め、それに基づいて主務大臣が自ら評価を行う仕組みに改められた。 

(2) 基本的な考え方及び具体的な取組方針 

主務大臣が行う見込評価は、当該評価の結果を中（長）期目標期間終了時の

法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわ

たる検討並びに新中（長）期目標の策定に活用することを目的としている。見

込評価がこれらに活用し得る実効性のある評価となるためには、事業等のまと

まりごとの業務の実績に関する定量的、客観的な指標に基づき、その評定に至
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った根拠、理由等が明確にされるなど、評価指針に基づき適切に実施されるこ

とが必要である。 

このため、委員会における調査審議に当たっては、以下の点等について確認

するものとする。 

① 目標と実績の比較により、目標の達成及び進捗状況を的確に把握した上で

業務運営上の課題を的確に把握した評価がなされているか。 

② 目標と実績の差異についての要因分析が的確に行われているか。 

③ 業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連性等を明らか

にした上での評価が行われているか。 

また、評価に当たっては、評価指針において、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又

は「Ｄ」の５段階の評定を付すことにより行うこと、また、定量的な目標に対

して 100％以上 120％未満の達成度合いである場合に「Ｂ」評定を付し、当該評

定を標準とすることとされている。 

したがって、委員会における調査審議に当たっては、「Ｂ」を標準として評

定が適切に付されているか、また、「Ｓ」又は「Ａ」評定が付されている場合、

その根拠が具体的かつ明確に示されているかについて厳正に確認するものとす

る。 

 

２ 対象法人に係る政独委の「勧告の方向性」及び「独立行政法人等の業務実績に

関する二次評価結果」を受けた取組状況 

  (1) これまでの経緯 

従来、独立行政法人の中期目標期間（３～５年）の終了時に主務大臣が行う

法人の組織・業務全般の見直しについては、平成 15年度以降、政独委において

「勧告の方向性」という形で指摘事項が取りまとめられてきた。また、各府省

の評価委員会が実施する毎事業年度における業務実績に関する評価の結果に関

しては、政独委において、二次的に横断的な評価が行われてきた。政独委によ

るこれらの取組は、法人個々の目的、業務の特性等を踏まえ、法人の適正かつ

効率的な運営や、評価の厳格性・信頼性を確保するために行われてきたもので

ある。 

  (2) 基本的な考え方及び具体的な取組方針 

上記(1)を踏まえ、主務大臣の下における対象法人についてのＰＤＣＡサイ

クルを徹底する観点からは、これら「勧告の方向性」等の主な視点や指摘内容

とその指摘を受けて法人及び主務大臣がどのような措置を講じてきたかを確認

することが必要である。このため、委員会における調査審議に当たっては、「勧

告の方向性」及び「独立行政法人等の業務実績に関する二次評価結果」を受け

た当該法人及び主務大臣における取組状況を勘案するものとする。 
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３ 「平成 28 年度から始まる中（長）期目標案についての意見」（平成 28 年２月

22日独評委第４号）等において各法人共通事項として述べた内容 

  (1) 基本的な考え方 

委員会は、平成 27年度末に中（長）期目標期間が終了した 36独立行政法人

の目標期間終了時の業務・組織の見直しについては平成 27年 11月意見を、当

該法人の新たな中（長）期目標案については平成 28年２月意見をそれぞれ取り

まとめ主務大臣に通知した。これらにおいて各法人共通事項として述べている

内容は、28年度以降に中（長）期目標期間が終了する法人に関しても同様に該

当するものである。また、平成 26 年度末に中（長）期目標期間が終了した 12

独立行政法人に関して述べた平成27年2月意見における各法人共通事項の内容

もこれらに包含されるものである。 

主務大臣による見込評価の結果は、中（長）期目標期間の終了時までに行う

対象独立行政法人の業務及び組織の全般にわたる検討に反映・活用され、また、

次期中（長）期目標期間に係る目標の策定等に反映されることで、主務大臣の

下におけるＰＤＣＡサイクルが徹底されることとなる。そのためには、法人の

長の下で自律的な法人運営が機能することが前提となる。 

(2) 具体的な取組方針 

上記(1)を踏まえ、委員会における調査審議に当たっては、標記意見のうち、

法人の長の下での自律的な法人運営のＰＤＣＡサイクルの強化に資する以下の

指摘内容等を参考にするものとする。 

① 中(長)期目標における一定の事業等のまとまりごとの財務情報のほか、必要

に応じて、法人の業務の特性に応じた施設別のセグメント情報、研究分野別セ

グメント情報は開示されているか。 

② 法人の内部統制に責任を有する法人の長が内部統制の実態を適切に把握し、

法人の組織管理及び業務遂行において、管理会計の手法を活用してコスト管理

を的確に行い、情報セキュリティを確保しつつ内部統制システムを機能させる

など、法人の長のマネジメントが発揮される環境を整える取組がなされている

か。 

 

 

Ⅱ 中（長）期目標期間の終了時の検討・措置についての意見の主な視点【通則法第

12条の２第１項第２号、第 35条第３項、第 35条の７第４項関係】 

   

１ 基本的な考え方 

  政府は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日

閣議決定）において、独立行政法人が業務運営等に係る国民への説明責任を果た

しつつ、その政策実施機能を最大化することができるようにするための独立行政
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法人制度改革の基本的な方向性と講ずべき措置等を決定した。同閣議決定は、独

立行政法人の組織・業務全般について、網羅的にその見直しの方向が整理された

直近のものであり、今後の法人の見直しに当たっての重要な考え方となるもので

ある。 

  また、「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の取組の方針」

（平成 15 年７月１日政独委決定）において、独立行政法人の中期目標期間の終

了時の検討・措置に関する政独委としての調査審議の基本的な考え方が整理され

ている。同方針では、対象法人の特定の事務及び事業を取り出して局所的に改廃

措置を検討するのではなく、当該法人の事務及び事業の全体についてその改廃の

必要性に関する大局を押さえた検討を行い、その結果必要と認められる改廃の方

向性が見いだされた場合には、当該方向性に応じた法人の具体的な改廃措置の検

討を集中的・重点的に行うこととされており、委員会においても、その考え方を

再確認することとする。 

さらに、政独委はこれまで「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・

業務全般の見直しについて」（平成 15年８月１日閣議決定）において示された見

直しに係る視点や具体的措置内容を踏まえ「勧告の方向性」を取りまとめてきた

ところであり、これら累次の指摘事項等は、新たな独立行政法人制度の下におい

ても引き続き重要な参考となる。 

また、新たな独立行政法人制度下の第三者機関である委員会が平成 27年 11月

意見において各法人共通事項として述べた内容についても、Ⅰ3(1)で述べたとお

り、今後の組織今後の中（長）期目標期間終了時の検討・措置において当てはま

るものである。 

 

２ 具体的な取組方針 

委員会における調査審議に当たっては、法人の長のリーダーシップの下、国の

政策の実施機能の最大化を図るという独立行政法人制度改革の趣旨が一層徹底さ

れるよう、平成 27年 11月意見の各法人共通事項の内容や、昨年度における委員

会での調査審議の結果得られた検討課題なども踏まえ、 

  ① 政府の重要政策を含めた国の政策の実施機能が向上するような目標を策定す

べく業務及び組織を抜本的に見直していくこと 

その際、②の取組と相俟って、法人の長のリーダーシップの下、このような

目標を法人内部の隅々に展開した上で、個々の業務遂行や組織管理の実践につ

なげていくこと 

  ② 管理会計の手法を活用してコスト管理を的確に行い、情報セキュリティを確

保しつつ内部統制システムを機能させるなど、長のマネジメントが発揮される

環境を整えること 

  ③ 国の政策上の位置づけ、法人のミッション、達成すべき成果を、具体的



 
 

6 
 

な裏付けに基づきつつ、国民にとってわかりやすく示していくことに留意して点検す

る。 

その際、上記１を踏まえ、以下のような視点により検討を行うものとする。 

なお、委員会が述べた意見に実効力を持たせるため、委員会は、主要な事務及

び事業の改廃に関して主務大臣への勧告（通則法第 35条第４項及び第 35条の７

第５項）と、これに続く措置として内閣総理大臣への意見具申（同法第 35条の２）

ができることとなっている。委員会としては、主務大臣による意見の反映状況を

注視し、必要に応じ、これらの権限を適切に行使するものとする。 

 

(1) 独立行政法人の業務全般にわたる見直しの主な視点 

ア 事務及び事業の在り方に関する視点 

(ア) 国が関与する事務及び事業としての必要性、妥当性 

ⅰ）政策目的の達成状況 

ⅱ）社会経済情勢の変化の状況 

ⅲ）国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地との関係 

ⅳ）利用者、顧客、受益者等のニーズ、実態上の範囲の状況 

(イ) 事務及び事業を制度的独占により行う必要性 

イ 事務及び事業を現在担っている実施主体の適切性に関する視点 

(ア) 現行の実施主体の設立目的、ほかの事務及び事業との関係 

(イ) 現行の実施主体の財務状況 

(ウ) 関連する事務及び事業の実施主体との分担関係 

(エ) 現行の実施主体の組織形態、人事との関係 

ウ 事務及び事業の実施方法・手段の適切性に関する視点 

(ア) 実施方法等の効率性、代替可能性   

(イ) 関連する事務及び事業の実施方法等との分担関係 

(ウ) 現行の実施方法等と人事との関係 

エ 事務及び事業の効率性、有効性に関する視点 

(ア) 効率化、質の向上等の達成状況 

(イ) 効率化、質の向上等に係る指標の動向 

(ウ) 勘定区分の機能状況 

(エ) 受益者負担の在り方 

オ 事務及び事業の見直しの経緯の検証に関する視点 

 

(2) 事務及び事業の改廃に係る主な具体的措置 

ア 事務及び事業の廃止 

イ 民間又は地方公共団体への移管 

ウ 事務及び事業の一部又は全部の統合 
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エ 事務及び事業に係る補助金等依存度の更なる縮減等 

オ 事務及び事業の他の独立行政法人への移管等 

カ 事務及び事業の一部又は全部の民間委託、民間委託の範囲の拡大 

キ 事務及び事業の特化・重点化又は整理縮小 

ク 事務及び事業の運営の合理化・適正化・効率化 

ケ 市場化テストその他事務及び事業についての改善措置の試行的実施 

コ 保有資産の見直し 

 

(3) その他独立行政法人の組織の見直しに係る主な具体的措置 

ア 業務の大部分又は主たる業務が廃止され、又は民間その他の運営主体に移

管された法人について、当該法人を廃止した場合にどのような問題が生じる

のかを具体的かつ明確に説明できない場合には、当該法人を廃止する。 

法人を廃止しない場合であっても、業務の大部分又は主たる業務の廃止又

は他の運営主体への移管に伴い、当該法人の組織を大幅にスリム化する。 

イ 不祥事案件など、著しい信用失墜事件が発生した法人については、事実関

係の把握結果と発生要因の分析、再発防止策等の取組状況を踏まえ、再発防

止を徹底する観点から、内部統制システムの強化による責任ある体制の確立

など、必要な組織体制の見直しを行う。 

 

 

Ⅲ 中（長）期目標（案）についての意見【通則法第 12 条の２第１項第２号、第 29

条第３項、第 35条の４第３項関係】 

 

 中（長）期目標（案）に関する意見については、主務大臣の下におけるＰＤＣＡ

サイクルを十分に機能させるという今般の独立行政法人制度改革の趣旨を踏まえ、

以下により、目標策定指針等に基づき厳正に調査審議を行う。また、その際には、

①見込評価の結果及び中（長）目標期間の終了時の検討・措置に対する委員会の意

見、②平成 27年２月意見、平成 27年 11月意見及び平成 28年２月意見における各

法人共通事項の内容等を踏まえて検討を行うものとする。 

 

１ 目標策定指針等 

(1) 策定の経緯等  

独立行政法人の目標管理の仕組みにおいては、主務大臣が定める法人の目標

の達成度合いが業務の実績評価の尺度となり、その評価結果を組織・事業の見

直しや改廃に活用するものであることを踏まえ、法人の業務の進捗状況等が明

確に把握できるような目標を定めることが必要である。 

  このため、今般の独立行政法人制度改革により、上述した評価指針に加えて、
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新たに主務大臣が中（長）期目標を定める際、全ての法人の中（長）期目標に

ついて具体性や的確性、明確性を確保することを目的として、総務大臣が政府

共通的な基準である目標策定指針を策定することとされた。 

(2) 具体的な取組方針 

委員会における調査審議に当たっては、中（長）期目標（案）が、目標策定

指針等に基づき、以下の点などについて、法人の業務等に係る国民への説明責

任を果たしつつ法人の政策実施機能を最大化する観点から適切なものとなって

いるか、また、法人の業務実績評価が適正に行われる上で十分具体的な内容と

なっているかを確認するものとする。 

① 何についてどのような水準を実現するのか。 

② アウトプットに着目した目標を必ず定めるとともに、できる限りアウトカ

ムに着目した目標を定めているか。 

③ できる限り定量的な目標となっているか。 

④ 統合することとされた法人については、統合に伴う効果が中（長）期目標

（案）にどのように反映されているか。 

 

 ２ 対象法人に係る見込評価結果及び中（長）期目標期間の終了時の検討・措置に

対する委員会の意見 

  (1) 基本的な考え方 

主務大臣は、見込評価の結果を、中（長）期目標期間の終了時までに行う対

象独立行政法人の業務及び組織の全般にわたる検討に反映・活用するとともに、

それらの内容を当該法人の次期中（長）期目標期間に係る目標の策定等に反映

させることで、主務大臣の下におけるＰＤＣＡを徹底することとなる。 

  (2) 具体的な取組方針 

上記(1)を踏まえ、主務大臣によるこれらの評価の結果が、次期中（長）期

目標に集約されることとなることから、主務大臣によるそれらの検討・措置に

対する委員会の意見の内容が、当該法人の中（長）期目標（案）に的確に反映

されているか、厳正に確認を行うものとする。 

 

３ 「平成 28 年度から始まる中（長）期目標案についての意見」（平成 28 年２月

22日独評委第４号）等において各法人共通事項として述べた内容 

(1) 基本的な考え方 

Ⅰ3(1)で述べたとおり、委員会は、平成 27 年度末に中（長）期目標期間が

終了した 36独立行政法人の新たな中（長）期目標案については平成 28年２月

意見を、平成 26年度末に中（長）期目標期間が終了した 12独立行政法人の新

たな中（長）期目標案については平成 27年２月意見を取りまとめ、主務大臣に

通知した。 
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これらにおいて、各法人共通事項としては、目標策定指針に基づき、国の政策実

施機能の向上、政策目標の明確化、組織運営及びガバナンスの適正化、管理会

計の手法の活用による予算執行の効率化等の財務内容の改善に関する取組につ

いて指摘しているところであり、その内容は、28年度以降に中（長）期目標期

間が終了する法人が新たに策定する中（長）期目標案に関しても同様に該当す

るものである。 

(2) 具体的な取組方針 

上記(1)や、昨年度における委員会での調査審議の結果得られた検討課題な

ども踏まえ、平成 28年度は、以下の内容に留意して調査審議を行うものとする。 

① 政府の重要政策を含めた国の政策の実施機能の向上に資するような目標を

策定すること。 

② 管理会計の手法を活用してコスト管理を的確に行い、情報セキュリティを

確保しつつ内部統制システムを機能させるなど、法人の長のマネジメントが

発揮される環境整備に関する事項を目標に位置づけること。 

③ 運営費交付金の収益化基準として業務達成基準の原則化に伴い、収益化単

位ごとの予算と実績を管理する体制を構築することを目標として明記する

こと。 

④ 目標策定指針における一定の事業等のまとまりごとの財務情報のほか、必

要に応じて、法人や業務の特性に応じた施設別セグメント情報、研究分野別

セグメント情報を開示することについて、目標として明記する必要があるこ

と。 

⑤ 法人の目標において、国の政策上の位置づけ、法人のミッション、達成す

べき成果を、具体的な裏付けに基づきつつ、国民にとってわかりやすく示す

こと。 

 

４ 特定国立研究開発法人の中長期目標の変更について 

  先般成立した特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措

置法（平成 28年法律第 43号）に規定されている特定国立研究開発法人について

は、同法施行までの間において、中長期目標の変更が想定される。当該変更に係

る当委員会への意見聴取に関しては、目標策定指針と、同法第３条に規定する基

本方針（特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針）

との関係が適切に整理された上で、これらを踏まえて、審議を行うこととする。 

 

 

Ⅳ 年度評価及び期間実績評価についての意見【通則法第 12条の２第１項第２号、第

６号、年度評価（第 32 条第１項第１号、第 35 条の６第１項第１号、第 35 条の 11

第１項）、期間実績評価（第 32条第１項第３号、第 35条の６第１項第３号）】(注) 
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１ 基本的な考え方 

  通則法では、主務大臣は、独立行政法人の業務の実績等に関し、年度評価（中

期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人）、期間実績評価（中期目

標管理法人及び国立研究開発法人）を、それぞれ行うこととされている。 

これらの評価について、委員会は、通則法第 12条の２第１項第６号により、公

表された評価結果又は評価指針に基づき各府省から提出される評価書に関し、そ

れらの評価の実施が著しく適正を欠くと認める場合は、主務大臣に対し意見を述

べることとされている。 

  

 ２ 具体的な取組方針 

上記１を踏まえ、これらの主務大臣が行う独立行政法人の業務の実績等に関す

る評価については、目標策定指針及び評価指針に照らして、以下のような実施方

法や評価結果等となっていないか、確認するものとする。 

① 目標策定指針において評価単位とされている中（長）目標の項目のうち、評

価されていない項目がある。 

② 評価対象とすべき業務実績、事実関係に基づき適切に評価されていないなど

その過程に問題がある。 

③ 評価指針に基づき「Ｂ」評定を標準とすることとされているところ、評定の

理由・根拠等についての説明が不明確・不十分のまま「Ｓ」又は「Ａ」評定が

付されている。 

  なお、平成 28 年度に行われる年度評価及び期間実績評価については、主務大

臣においては、昨年度の点検によって得られた知見を有効に活用した上で適正な

評価を行い、委員会においては、独立行政法人評価に係る取組課題を踏まえて一

定の事項を選定の上、当該事項を重点的に点検（評定に至った理由の妥当性を確

認）するものとする。 

 

(注) このほか、国立研究開発法人の「中長期目標期間中間評価」（通則法第 35 条の６第

２項。中長期目標期間が６年又は７年の場合、法人の長の任期（３年又は４年）の終了

後、主務大臣がより適切と認める者を法人の長に任命する等のため、当該法人の長が在

職していた期間の業務実績について主務大臣が行う評価）及び行政執行法人の「効率化

評価」(通則法 35条の 11第２項。３年以上５年以下の期間で主務省令で定める期間の終

了後、当該期間における業務運営の効率化に関する実施状況について主務大臣が行う評

価)があるが、平成 28年度は対象法人がない。  

 

 

Ⅴ その他評価の制度に関する重要事項等の調査審議について【通則法第 12条の２第
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１項第５号及び第６号関係】 

 

独立行政法人のＰＤＣＡサイクルが機能を発揮し、業務運営に対する国民への説

明責任を果たしつつ、その政策実施機能の最大化を図るためには、以下に示すよう

な法人運営やガバナンスに関する事項について取組を推進していくことが求めら

れる。 

当該事項については通則法に規定する「評価の制度に関する重要事項」に該当す

るものとして委員会としても主体的に検討を行うこととし、その結果を踏まえ、可

能なものから順次、必要に応じて関係機関に要請を行いつつ、取組を進めるものと

する。 

① 内部統制システムについては、法人の長のリーダーシップの下でＰＤＣＡサイ

クルを機能させていく上で重要な基盤となることから、委員会において、Ⅰから

Ⅳまでにおいて掲げる業務（以下「法人評価サイクル」という。）の中で点検し

ていくことに加え、法人における取組状況を把握し、各府省及び法人との間で共

有・横展開を図るとともに、これがより適切に機能するための方策について検討

を進めるものとする。 

② 社会や国民にとって重要な個人情報や研究情報を扱う独立行政法人において、

情報セキュリティを確立することが重要であることから、 

・ 目標において、情報セキュリティ対策を講ずる旨を記載する 

・ 主務大臣は、業績評価において情報セキュリティ対策の実施状況について

評価する 

等の政府全体の取組を踏まえ、委員会としても必要な対応を行うものとする。 

③ 法人が真に成果を挙げるためには、法人の役職員の士気を高めるとともに、能

動的・現場発生的な業務改善につながるインセンティブに留意する必要がある。

こうした発想の下、民間においてＴＱＭ（Total Quality Management）に係る

取組の実態なども参考にしつつ、法人における業務遂行上の創意工夫、成果の

最大化に向けた取組などの業務改善の事例を把握し、各府省との間で共有・横

展開を図っていくなどの取組を進めるものとする。 

④ 独立行政法人間の共通的な業務、内部管理的な業務に関し、既往の決定に基づ

く共同調達や間接業務の共同実施（業務の共同化）については、当面、法人評

価サイクルにおいて一層取組を推進するものとする。 

また、更なる業務の共同化については、民間等の先進的な事例や、法人の実

情等を把握した上で、独立行政法人の業務のＩＣＴ化など、これが効率的・効

果的に実施されるような方策について検討を進めるものとする。 

 



平成 28年度の見直し対象法人の概要 

〔外務省〕   
○（中）国際協力機構 ・・・ 26 
○（中）国際交流基金 ・・・ 33 
   
〔国土交通省〕   

○（中）自動車事故対策機構  ・・・ 38 
○（中）住宅金融支援機構  ・・・ 43 
   
〔総務省〕   
○（中）郵便貯金・簡易生命保険管理機構 ・・・ 49 
   
〔文部科学省〕   

○（研）科学技術振興機構 ・・・ 53 
   
〔厚生労働省〕   
○（中）労働政策研究・研修機構 ・・・ 58 
   

 

 

 

 資料３ 







収入合計 219,935 202,375 204,951 165,873 162,724  税金 86 84 83 105 104 

       業務委託費 20,058 21,463 21,224 34,727 45,538 

       支払利息 44,754 46,551 50,380 65,649 60,721 

       債券発行諸費   354 307 445 763 719 

      予備費 - - - 141 141 

      支  出  合  計 81,682 84,915 89,148 124,098 128,424 
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11 1

指摘事項については、JICAが実施している助成金交付事業の事業対象者は基本的に継
続申請・交付している団体のみとなることから、以下の内部規程及び交付決定通知書
（様式）に記載済。
「移住者の団体に対する助成金交付基準」第13条（助成金の交付決定の取り消し）
「移住者の団体に対する助成金交付基準」第14条（助成金の返還）
「移住者の団体に対する助成金交付要領（執務要領）」第８条（加算金及び延滞金）
「移住者の団体に対する助成金交付要領（執務要領）」様式第２号（助成金交付決定
通知書）
また、申請書を作成するための「手引き」においても記載済。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

12 2
効果的かつ効率的な業務運営のため、各海外事務所において、国際交流基金、国際観光振
興機構、日本貿易振興機構の海外事務所との会議室の共同利用等の取組を通じて、法人間
の業務実施の連携を強化している。

13 2

平成25年３月に理事長を委員長とする「業務改善推進委員会」を機構内に設け、理事長主導
で社内横断的に業務改善を進めた。事務・事業のフロー等の分析を行い、事業の質の向上と
迅速化を図るための計画を策定した上で、抜本的な合理化・簡素化を進めている。この中で
戦略性を強化する対象プログラム（「強化プログラム」）の導入等事業の選択と集中に向けた
施策を実施すると共に、技術協力事業の計画策定や実施管理手順の変更、国内出張に係る
パック商品等チケット手配業務のアウトソーシング化等を実施した。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、
また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し
周知する。

措置済み

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、業務実施の連携強化を図るとともに、他法人との共同調達や間接
業務の共同実施の可能性について検討する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成27年度についても引き続き、「業務改善推進委員会」で策定した、事業の質の
向上と迅速化を図るための計画に基づき、業務改善に取り組む。
また、技術協力機材の在外調達支援業務について、業務フロー・コスト分析を平成
27年度中に実施し、民間委託を行った場合と直接実施した場合の運営状況等を比
較し、最適な業務実施方法について検討を行う。
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［国際協力機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23.12.9）の主な指摘事項 
 

第１ 在外機能の強化 
開発途上国の真のニーズの把握と現場の実情を踏まえた迅速な対応のため在外機能の強化が求められる一方、国

際協力機構の国内、在外の定員については、国内定員が在外定員を大幅に上回る状況。現地採用職員の活用や国内
における在外支援機能の強化等の取組を推進するとともに、総定員や総人件費の増加を招くことなく、着実に国内
定員を在外定員にシフトすることにより、在外機能を総合的に強化 

第２ 事務及び事業の見直し 
１ ＯＤＡ３事業（技術協力事業、有償資金協力事業及び無償資金協力事業）について、開発途上国の国や地域にお

ける真の援助ニーズに応えるため、要請主義による個別事業の実施ではなく、ＯＤＡ３事業を有機的に組み合わせ
たプログラム・アプローチの強化等により、事業を戦略的、効果的かつ効率的に実施。その際、事前、中間、事後
の評価などＰＤＣＡサイクル（Plan-Do-Check-Act cycle）を着実に推進するとともに、国民への説明責任を果た
す観点から、ホームページへの公表等を通じての「ＯＤＡの見える化」を充実 

２ 海外投融資事業について、現在実施されているパイロットアプローチで得られた教訓を業務実施体制、リスク審
査・管理体制等に確実に反映させた上で、万全の体制で事業を本格的に再開 

３ ボランティア派遣事業の実施に当たっては、同事業を含むＯＤＡ３事業等がそれぞれを補完しあい事業間相互の
相乗効果を最大限高めていくよう努め、効果的かつ効率的に実施。（ボランティア派遣事業の派遣隊員に支給され
る各種手当については、引き続き適正化を図る。） 

４ 草の根技術協力事業の実施に当たっては、ＮＧＯ等との連携を推進し、開発途上国の人々の生活改善・生計向上
に直接役立つ分野を中心として、効果的に実施 

５ 海外移住事業の見直し 
⑴ 日系人の日本語教師コース（上級２コース）については、独立行政法人国際交流基金に移管し、日系アイデン
ティティ向上を目的とするコースについては、引き続き国際協力機構で実施 

⑵ 日系個別研修については、日系社会における世代交代が進んでいる状況に鑑み、日系社会のニーズ及び外交政
策上の重要性を踏まえつつ、事業規模を縮減 

⑶ 海外移住者の団体に対する支援事業については、日系社会のニーズ及び外交政策上の重要性を踏まえつつ、役
割を終えたと判断される事業は廃止するなど事業を重点化して効果的かつ効率的に実施 

６ 国際協力機構研究所の行う研究事業については、研究成果の国際協力機構の事業での確実な活用及び国際的な援
助潮流へ影響を与えるためのプレゼンス向上という目的を達成するための研究領域・研究課題に限定して実施 

また、研究課題の設定及び研究成果について、国際協力機構の事業及び国際的な援助潮流への確実な貢献の観点
から定期的に検証 

第３ 海外事務所の見直し 
１ 次期中期目標期間中には、31 部局所 145 課（平成 23 年４月現在）の本部組織体制について、組織編成の理念
及びそれぞれの果たすべき機能・役割を再度整理した上で、その大括り化などにより、スリム化 

２ 各国際センター等の国内拠点については、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針に基づく取組を着実に
進め、 
① 札幌国際センターと帯広国際センターについては、地元自治体・関係者との調整の上で統合を検討 
② 東京国際センターと横浜国際センターについては、長期的な研修員受入事業の在り方、海外移住資料館の扱い

及び施設の稼働率等を踏まえ、統合について検討。大阪国際センター及び兵庫国際センターの統合並びに広尾
センターの機能移転等に伴う国内体制の見直しの進捗に合わせて、自治体等とも協議の上、次期中期目標期間
中に一定の結論を得る 

３ 国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人国際観光振興機構
の海外事務所については、外事務所の共用化を促進するため、海外事務所の共用化促進のための連絡会を海外にお
いて設置する等の仕組みを構築の上、共用化に向け積極的に検討。その際、利用者の利便性向上の観点から、海外
事務所と同じ国・地域に所在する独立行政法人以外の機関の事務所との共用化等、当該機関との連携についても検
討 

４ 在勤手当については、適正かつ厳格な見直しを行い、当該見直しに関して次期中期目標・中期計画に的確に反映 
５ 運営費交付金債務残高の発生原因や当該発生原因を踏まえた今後の対応等について、財務諸表、業務実績報告書
等で更に具体的に明示 

第４ 保有資産の見直し 
機構が保有する竹橋合同ビルの区分所有部分について有効な利活用方策を検討した上で、保有の必要性がなく、

売却が合理的であると判断される場合には処分を実施 
第５ 定量的かつ具体的な目標設定 

①人材養成・確保事業、②各国際センター等で実施する国民等の協力活動等の事業（国内拠点の利用者数）など、
現行中期目標期間中の業務実績等を踏まえ、次期中期目標・中期計画・年度計画等に、各事業の特性に応じて、可
能な限り定量的かつ具体的な目標を設定する。なお、定性的な目標設定とせざるを得ない場合であっても、目標の
達成度について第三者が検証可能なものとなるように努める 

第６ 業務全般に関する見直し 
１ 内部統制の更なる充実・強化 
２ 毎年の運営費交付金額の算定を運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で厳格に実施 
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10 1
不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置につ
いて、平成26年秋に公表した平成27年度プログラムから申請要項等に明記し，申請者
に対する周知を行った。

11 1
不正の手段により補助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付
の取消や返還命令が行われ、また場合によっては刑事罰が課されることを、平成27年
度の全助成プログラムの申請要領に明記した。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

12 2

効果的かつ効率的な業務運営のため、各海外事務所において、国際観光振興機構、国
際協力機構、日本貿易振興機構の海外事務所との会議室の共同利用や，広報資料の相
互配置，メルマガ，SNSを通じた情報発信等の取組を通じて、法人間の業務実施の連
携を強化している。

13 2
適切な内部統制を図りつつ、効率的な運営に資するよう、業務フローの見直しを進め
ている。また個別には各案件に応じ、業務委託やコスト削減の方策検討を行ってい
る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

・引き続き、業務実施の連携強化を図るとともに、海外事務所の共用化又は
近接化について情報共有や物件調査の取組を進める。
・共同購入や間接業務の共同実施については、国際観光振興機構との本部事
務所の共用化の実施に合わせ、同事務所の賃貸借に付随する間接業務等につ
いて共同購入や共同実施についての可能性を検討する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

市場化テストについては平成26年度までに8件実施済みであるが、業務フ
ローやコスト分析の手法を検討し、引き続き業務改善へ向けた取り組みをす
すめる。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

-

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、
また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し
周知する。

-

講ずべき措置 今後の対応方針
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［国際交流基金］ 

○ 政独委における勧告の方向性(平成 23.12.9)の主な指摘事項

第１ 事務及び事業の見直し 

１ フィルムライブラリー充実（本部）事業の効率的・効果的実施（上映回数の少ない作品のパッケージ化、送料

及び保管料削減の観点から可能な限り DVD 素材を調達）。 

２ 日本語能力試験の収支の安定等（受験料による現地機関収入のみでの支弁の徹底、現地収支剰余金の基金への

還元の促進、適切な受益者負担の観点から現地の情勢も踏まえた適切な受験料設定） 

３ ＪＩＣＡから移管される日本語研修の効率的実施。 

４ 情報ライブラリーや海外図書館の利用者数増大。 

第２ 関係機関との連携確保等 

事業の重複排除及び協力・連携の確保・強化を図り、効果的かつ効率的に事業を実施するため、関係する機関

それぞれの役割を明確にするとともに、国際的な交流促進の観点から、情報共有や調整・連携の一層の促進に資

するよう、関係省庁・機関の協力のもと、外務省及び交流基金が中心となり、連絡会を設置する等、関係する機

関全体として協力・連携を確保・強化するための仕組みを構築するものとする。また、上記の協力・連携の見直

しに併せ、交流基金が実施している個々の事業について、事業環境の変化や、それに応じた政策の動向を踏まえ

つつ、廃止や他機関への移管も含め、不断の見直しを行う。 

第３  業務実施体制等の見直し 

１ 組織の再編及び人員配置の適正化 

事業に必要な人員を確保しつつ、廃止等されている事業については、不断に、総人件費削減に資するような組

織の再編及び人員配置の適正化を図る。 

２ 京都支部の見直し 

京都支部の業務運営の合理化の観点から、①内部統制に留意しつつ、原則として、退職職員を嘱託職員として

雇用し支部長へ任用、②大阪府や奈良県に滞在しているフェローに対する支援等については、当該フェローの利

便性に配慮しつつ、大阪府に設置されている関西国際センターと連携して実施する等の措置を講ずる。 

３ 在勤手当の見直し 

在勤手当については、基本方針に基づき、外部有識者による検証、在外給与水準の調査等を踏まえた見直しを

行っているところである。総人件費削減の観点から、当該見直しに関して次期中期目標・中期計画に的確に反映。

また、当該見直しに併せ、海外運営専門員、日本語専門家等の交流基金職員以外の在勤手当についても見直しを

行い、次期中期目標・中期計画に的確に反映。 

４   海外現地情勢の的確な把握等 

適正な予算執行及び効果的な事業実施の観点から、在外公館や交流基金の海外事務所の情報収集機能を活用す

ることにより、海外現地情勢の悪化等の変化について、的確な予測を行う。また、外貨建債券の運用・監理につ

いては、交流基金の資金運用諮問委員会及び外務省独立行政法人評価委員会における点検や検討の結果を踏まえ、

欠損金の発生を抑制し、法人財政を健全化するために必要な措置を講ずる。 

第４  海外事務所の見直し 

交流基金、ＪＩＣＡ、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人国際観光振興機構の海外事務所の共用

化促進のための連絡会を海外において設置する等の仕組みを構築の上、共用化に向けた積極的な検討を行う。そ

の際、利用者の利便性向上の観点から、海外事務所と同じ国・地域に所在する独立行政法人以外の機関の事務所

との共用化等、当該機関との連携についても検討。 

第５  定量的な目標設定 

業務の質の向上及び的確な業務実績評価の実施の観点から、次期中期目標・中期計画においては、可能な限り

定量的目標を設定するとともに、定量的目標を設定するものについては、現行中期目標期間における実績を踏ま

えた目標を設定する。また、併せて、個々の事業の到達目標を明確にする。 

第６ 業務全般に関する見直し 

１  内部統制については、更に充実・強化を図る。 

２  毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に行う。 
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その他収入 124 137 59 27 77 借入金償還 1,356 1,398 1,280 1,257 1,103 

合計 13,371 13,446 13,369 13,565 13,625 合計 13,445 13,472 13,605 14,899 14,718 
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［自動車事故対策機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23.12.9）の主な指摘事項 

 
第１ 事務及び事業の見直し 

１ 安全指導業務（適性診断事業及び指導講習事業）については、基本方針において、ユニバーサルサービスを確

保しつつ、民間への業務移管を進めるとされていることから、次期中期目標において、民間参入の障壁となる要

因分析等を行い、民間参入促進のための具体的な取組方策（認定取得の支援等・その実施時期を含む。）を策定

することを明記。 

２ 安全マネジメント業務（運輸安全マネジメント評価等）については、民間事業者でも実施していることから、

自動車事故対策機構が独立行政法人として行う必要性等を明らかにした上で、次期中期目標等において、国の政

策目標における自動車事故対策機構の任務の位置付け、国・民間等との役割分担など自動車事故対策機構が担う

任務・役割を明記。 

３ 自動車アセスメント業務については、基本方針において「交通安全環境研究所への移管について、交通安全環

境研究所の施設改修の要否を検討する」とされていることから、その検討状況を踏まえつつ、移管に向けた具体

的な取組を行う。 

４ 療護センター運営業務については、公平な治療機会を確保する観点から、①自動車事故被害者及びその家族に

対する療護センターの周知を徹底するとともに、②療護センターで得られた知見・成果の他の医療機関等への普

及促進や在宅介護者等への支援を進めるものとする。これらの取組については、次期中期目標等において具体的

に明記するとともに、目標達成度の厳格かつ客観的な評価に資するよう、達成すべき内容や水準等を可能な限り

具体的かつ定量的に示すものとする。また、療護センター及び療護施設機能一部委託病床への委託費のコスト要

因を分析し、必要な医療水準を維持しつつ、引き続きコスト削減を図る。 

５ 生活資金貸付業務については、新規貸付の減少、リスク管理債権の増加がみられるほか、回収金等収入に対し

て多額の事業費用を要していることから、①貸付の減少要因の分析及び貸付需要の把握、②貸付を必要とする者

への制度の周知徹底、③貸付を受けた者に対する債権管理・回収の一層の強化、④債権管理・回収コスト要因の

分析及びコスト削減、以上の取組を行い、あわせて、その支援のあり方を含めて、現在の手法が効果的かつ効率

的なものであるか検討。 

第２ 事務所等の見直し 

 全国 50 か所に置かれている主管支所及び支所については、①自動車関係３法人（自動車検査独立行政法人、

自動車事故対策機構及び独立行政法人交通安全環境研究所）の統廃合について議論があること、②支所等の間で

配置人員と業務量に較差があること、③被害者援護業務を充実させる方向にあること、④安全指導業務の民間移

管を促進することとしていること、⑤適性診断事業の電子化が完了したことを踏まえ、支所業務の集約化・効率

化にとどまらず、支所の合理化を図る。 

 第３ 業務全般に関する見直し 

１  内部統制については、更に充実・強化を図る。 

２  毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に行う。 
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［住宅金融支援機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23.12.9）の主な指摘事項 
 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 証券化支援業務については、繰越欠損金が発生している状況にあることから、引き続き、業務改善に努める必要｡

その際、証券化支援業務の対象となる住宅ローンの金利構成要素のうち、機構の経費相当額の金利部分については、

業務に係る経費率が低下しているにもかかわらず、機構発足後変更が行われていないことから、証券化支援事業の

経営状況を勘案しつつ、機構の自主的な取組として、優良な住宅ストックの形成に資するよう、機構の経費相当額

の金利の引下げの検討を含め商品の見直し等を行う｡ 

２ 基本方針において、住宅融資保険業務については、証券化支援事業と連動して実施する必要のある事業等に限り、

また、住宅資金貸付業務については、賃貸住宅融資について、省エネ性能の高い住宅の供給に関連する融資事業に

限り、まちづくり融資について、権利調整が難しく、事業が長期化するマンション建替え事業等について中小事業

者が実施するものに限り、それぞれ民間による代替が可能となるまでの措置として行うことなどとされていること

から、次期中期目標等において、その業務範囲を具体的に明らかにするとともに、民間の事業者による代替状況を

踏まえ、機構の業務の見直しの検討を行うことを明記。 

３ 既往債権管理勘定以外の勘定全体（保証協会承継業務経理を除く。）の繰越欠損金の解消については、第２期中

期目標期間の最終年度までにその解消を目指すというこれまでの方針に従い処理を一層推進。このため、繰越欠損

金の発生要因等を分析した上で、次期中期目標等において、具体的な処理方策及びスケジュール等を明記。また、

既往債権管理勘定についてもその解消に向けて債権管理・回収を的確に行う。 

第２ 内部組織等の見直し 

１ 住宅融資保険業務及び住宅資金貸付業務のうち基本方針において廃止することとされた業務に係る組織・人員の

合理化を進める。支店については、機構の主要な業務が直接融資から証券化支援に変更され、支店の業務内容が変

化していることから、全国を 11 ブロックに分けている現在の支店体制について、業務量に応じた効率的・効果的

な体制となるよう統廃合を含めた配置等の見直しを進める。 

２ 第１期中期目標期間中に収賄事件等が発生したことを受けて、機構においては、発生要因と対応策の検討のため

の第三者を主体とする「職員不祥事再発防止検討委員会」を設け、今後の内部統制の取組方法等について検討し、

結果報告が行われたところ。また、会計検査院からバリアフリー賃貸住宅建設資金の貸付け審査についても指摘を

受けているところ。したがって、次期中期目標等においては、職員不祥事再発防止検討委員会の結果報告等を踏ま

えた内部統制システムについてＰＤＣＡサイクルを確立し、その具体的な取組を明記。また、あわせて、総務省の

「独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会」が昨年３月に公表した報告書（「独立行政法人における

内部統制と評価について」）、及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関す

る評価の結果等の意見として各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にする。 
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１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法
律が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3

現時点では、機構には、引き続き、独立行政法人として、旧契約（民営化前に預入
が行われた定期性の郵便貯金及び民営化前に契約された簡易保険）を適正かつ確実
に管理し、これらに係る債務を確実に履行させる。

【理由】
機構は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法により「日本郵政公社

から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債
務を確実に履行」することを目的として設置された。

旧契約に係る債務については、機構を設立した平成19年から減少しているもの
の、平成26年度末時点においても依然その水準は高い。保険については、旧契約の
契約件数が新旧契約合計の約61％、貯金（定期性商品）については、旧契約に係る
残高が新旧契約合計の約19％を占めている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 3

郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、例えば消耗品の調達について、業者との間で
以前から頻繁に見積り合わせを重ねてきた結果、大規模企業等の団体と同等の最低
価格単価での調達を実現できていることもあり、他法人との共同調達は実施してい
ない。

04 2

平成22年度に設置した理事を長とする「業務実施体制の検証・効率化プロジェク
ト」において、毎年度、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」を参考にしつ
つ、業務・組織体制及びそのコストについて検証を行っている。

平成26年においては、同年7月に周知・広報業務の一部を総務課から貯金部及び保
険部へ移管するなど、事務処理体制の見直しを行った。

また、従来、部外委託をしていた国際ボランティア貯金寄付金配分事務に係る監
査業務について、平成27年度以降、機構職員が直接実施することにより、事務処理
体制の効率化と経費の節減を行った（これによる平成27年度の予算削減額は約600万
円）。

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

将来的には、管理する債務の減少の状況等を見据えた上で、本法人の解散について検討を行
い、必要な措置を講ずる。

将来的に、機構の管理する債務の減少の状況等を見据えた上で、必要な検
討を行い、措置を講じる。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

立地条件、会計基準・調達基準等に配慮しつつ、他の法人の取組事例を参
考にしながら、今後検討してまいりたい。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成27年度以降においても継続的に検証を行い、見直しを図る。

所管 法人名 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 総務省 ０６ Ｎｏ 

該当なし 

H19（設立時） H26年度末 H19（設立時） H26年度末
郵便貯金・ゆうちょ銀
行預金残高（定期性）

131兆5,880億円 22兆725億円 0 97兆1,532億円

簡易生命保険・かんぽ
生命保険契約数

6,125万件 2,290万件 0 1,486万件

旧契約 新契約
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［郵貯・簡保管理機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23．12．9）の主な指摘事項 
 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 本法人が承継した郵便貯金及び簡易生命保険を取り扱う事業所に対する実地監査を網羅的に行うことは

実態上難しい状況を踏まえ、監査業務を効果的かつ効率的に実施するため、業務委託先及び再委託先の内

部統制機能を活用して、各組織で実施する内部監査の結果の利用を進めるなど、監査業務の充実を図る。 

 また、監査業務の実施に当たっては、効率的な実施に留意し、全体の経費の増大を招かないものとする。 

２ 郵便貯金及び簡易生命保険の早期受取を勧奨するための広報活動については、ウェブによる認知度のア

ンケート調査により効果を検証しているが、ウェブを利用できない環境にある者も考慮し、実際に窓口に

おいて権利行使をした者に対する実態調査などにより費用対効果を十分検証し、より効果的かつ効率的な

広報を実施する。また、広報活動の実施に当たっては、効率的な実施に留意し、全体の経費の増大を招か

ないものとする。 

第２ 業務実施体制の見直し 

本法人が承継した郵便貯金残高及び簡易生命保険契約件数が、法人設立当初に比べて年々減少し、今後

も更なる減少が見込まれていること、国際ボランティア貯金寄附金配分事業が次期中期目標期間中の完了

が見込まれていることを踏まえ、適切かつ効率的に業務を実施するため、業務量に応じて組織・人員の合

理化を図り、計画的に人件費の削減を進める。その際、部の統合についても検討する。 

第３ 積立金の処理に関する見直し 

本法人の積立金については、郵便貯金の権利消滅金及び簡易生命保険の時効完成益が大宗を占め、全て

の額が将来に渡り業務を確実に実施する上で必要な資金とまでは認め難いことから、法人の解散、新組織

への権利義務承継の動向にも留意し、国の財政事情も踏まえつつ国庫納付の在り方を検討する。また、個

別法第 25 条の規定に基づく積立金の処分に当たっては、法人設立後最初の処分であることから、次期中

期目標期間における積立金として整理する金額を厳格に算出する。 

第４ 業務全般に関する見直し 

内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。 
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１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法
律が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

日本学術振興会（JSPS）が実施する科学研究費補助金による学術研究の成果を、
科学技術振興機構（JST）が実施する科学技術イノベーションに資する研究につなげ
ていくため、科学研究費補助金の成果やJSTの研究成果を網羅的に把握し、JSTの研
究開発事業の企画・立案へ活かすためのデータベースを構築し、運用を開始した。
定常的な運用に向けて、データベースとしての必要な機能の整備及び定期的なデー
タ収容の仕組み作りを進め、平成26年度にデータベース整備を完了し、連携を強化
した。

03 1

・独立行政法人日本医療研究開発機構法が第186回通常国会において、平成26年５月
23日成立、５月30日公布
・移管に必要な作業は完了し、平成27年４月１日に日本医療研究開発機構が発足し
た。

04 2

（研究費の不正使用に対する防止策）
平成26年２月に改正された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）」を踏まえ、今年度より、新たに体制整備等自己評価チェック
リストの提出、間接経費削減等の措置等について周知徹底を行うとともに、研究費
の不正使用に対する防止策を強化した。

（研究活動の不正行為に対する防止策）
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成26年８月26

日文部科学大臣決定）」を踏まえ、当該ガイドラインの周知徹底や研究倫理に関す
る教材の履修の義務づけ、申請時に研究倫理教育を受講していることを要件化する
等の対策を講じた。

（委託先機関のガバナンス強化）
委託先機関において、不正事案に対する組織的な対応が滞りなく実施できるよ

う、文科省のガイドライン等でどのようなことが求められているかについて、ホー
ムページにおける情報の掲載、説明会における説明・問い合わせ対応等を通じて、
各機関の関係者が必要な情報を把握できるよう支援を実施。

学術研究の成果を科学技術イノベーションに資する研究につなげていくため、日本学術振興
会との連携を強化する。

引き続きJSTのデータベースの充実のために日本学術振興会から科研費に係
る情報の提供を受けるなど、連携強化に向けた取組を進める。左記の取組
を含め、平成27年度から研究公正事業の推進にあたっては、協力体制を構
築し、連携強化を進める。

本法人がこれまで実施してきた医療分野の研究開発に係るファンディング機能は、所要の人
員も含め日本医療研究開発機構（仮称）に移管する。

－

ファンディング機能を有する代表的機関として、国からの運営費交付金や民間からの資金等
を用いて大学等機関への委託を行う研究開発業務について、不正防止策を強化するととも
に、委託先機関のガバナンス強化に対する支援を行う。

今後、「研究公正活動における不正行為への対応等に関するガイドライ
ン」を踏まえ、研究活動の不正行為に対する防止策を強化する。
また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施
基準）」を踏まえ、研究費の不正使用に対する防止策や委託先機関のガバ
ナンス強化の支援を引き続き実施する。

講ずべき措置 今後の対応方針

研究開発型の法人とする。 －

所管 法人名 科学技術振興機構 文部科学省 ２５ Ｎｏ 
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２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2

（研究費の不正使用に対する防止策）
平成26年2月に改正された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ
ン（実施基準）」を踏まえ、今年度より、新たに体制整備等自己評価チェックリス
トの提出、間接経費削減等の措置等について周知徹底を行うとともに、研究費の不
正使用に対する防止策を強化した。

（委託先機関のガバナンス強化）
委託先機関において、不正事案に対する組織的な対応が滞りなく実施できるよう、
文科省のガイドライン等でどのようなことが求められているかについて、ホーム
ページにおける情報の掲載、説明会における説明・問い合わせ対応等を通じて、各
機関の関係者が必要な情報を把握できるよう支援を実施。

06 1
研究機関・大学との契約書に研究不正に関する条項を設け、①研究不正に係る研究
費の返還、②JST全事業への研究者の応募資格の一定期間停止措置などを導入してい
る。

07 － －

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 2

・海外事務所を有する他法人と情報共有を行うこと等より連携を強化し、パリ事務
所について、平成25年7月から、宇宙航空研究開発機構、日本原子力研究開発機構、
情報通信研究機構と共用事務所を借り上げ、平成26年2月までに4法人の共用化を完
了し、借上げ費用の削減を図った。
・文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合において、ベストプラ
クティスの抽出・実行について、契約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体
策の検討を行い、平成24年1月に取りまとめた検討結果を踏まえて、JSTにおいて
は、納入実績情報の共有を行っている。

09 2
JSTの事務・事業を効果的・効率的に行うため、業務フローの見直しを行い、業務シ
ステムの構築を進め、自主的な業務改善を図っている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

今後も、引き続き、業務フローの見直しを行い、業務システムの構築を進
め、自主的な業務改善を図っていく。

補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補
助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行わ
れ、また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記
載し周知する。

－

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後も、引き続き、市場性が低く競争性が確保しにくい研究機器等につい
ては、法人間で必要に応じて情報交換を行い、予定価格の適正化を図って
いく。

講ずべき措置 今後の対応方針

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基
準）」を踏まえ、研究費の不正使用に対する防止策や委託先機関のガバナ
ンス強化の支援を引き続き実施する。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

－
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［科学技術振興機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23．12．9）の主な指摘事項 
 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 実施している事業について、「科学技術基本計画」（平成 23年８月 19日閣議決定）の趣旨を踏まえ事業

を再編し展開するに当たり、これまで以上に研究等の成果が国民生活へ還元される、あるいは還元された

ことが国民に具体的に分かるような形で明らかにするものとする。 

２ 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年 12月７日閣議決定）で定められた競争的

資金の大括り化に当たっては、その目的である事業運営の効率化を図る観点から、審査や研究課題に係る

各種業務の事務管理コストの合理化等の効果を具体的に明確にするものとする。 

３ 競争的資金の配分に当たっては、その透明性の一層の確保の観点から、戦略目標達成の成否を左右する

研究領域や研究総括等の選定に係る手順、選定の背景等の理由や経緯等を更に具体的に明らかにするとと

もに、それらの選定が適切であったかどうかの事後評価を厳格に行うものとする。 

４ 法人活動から生じる多くの特許については、戦略的な方針の下、技術移転活動の活性化を推進するとと

もに、将来の知的財産の活用の可能性及びその困難性を考慮しつつ、出願や審査請求等の際の必要性の検

討の厳格化や、長期間未利用となっている特許の再評価による削減を計画的かつ継続的に行うことにより、

研究成果の活用の促進及び管理の適正化を一層推進するものとする。 

５ 基本方針で定められた科学技術文献情報提供事業の平成 24年度中の民間事業者によるサービスの実施

に当たり、新たな事業スキームの下での着実な収入見込みを踏まえた経営改善計画を策定し、累積欠損金

の縮減を計画的に行うものとする。 

第２ 業務実施体制の見直し 

 科学技術文献情報提供事業の平成 24年度からの民間事業者によるサービスの実施、地域イノベーション

創出総合支援事業の 25年度末まででの廃止及びこれによる全国 19か所に立地するイノベーションプラザ

等の廃止並びに研究員の雇用形態を科学技術振興機構の直接雇用から大学や研究機関等への委託に順次変

更していることによる管理部門等の関係部門の業務の縮小等に伴う、定年制常勤職員、任期付常勤職員、

非常勤職員の計画的合理化を図るものとする。 

第３ 保有資産の見直し等 

 設置当初に比し職員数が減少している経理や総務等の管理部門が入居している法人本部（埼玉県川口市）

や東京都練馬区及び茨城県つくば市の２か所に設置している情報資料館や職員宿舎について、移転等のト

ータルコスト等も踏まえつつ事務所等の見直しの徹底を図るものとする。 

第４ 業務全般に関する見直し 

１ 内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。 

２ 毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に

行うものとする。 

33









［労働政策研究・研修機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23．12．9）の主な指摘事項 
 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 調査研究成果が、どの程度労働政策の企画・立案・推進に直接的に寄与したかを示す、分かりやすい指

標を新たに設定し、その結果を国民に公表するものとする。また、調査研究成果ごとの普及状況を客観的

に把握するための指標を新たに設定し、その結果を国民に公表するものとする。 

さらに、これらの取組を通じて、あらかじめ調査研究テーマごとに具体的な利用目的や上記指標に係る

数値目標を設定し、調査研究の事前・中間・事後の各段階における評価基準を明らかにした上で、外部評

価委員会の活用によりその達成度を含め厳格に評価するものとする。その際、中間段階で成果が期待でき

ないと評価されたテーマは廃止するなどにより、労働政策の企画・立案に直接貢献する調査研究に一層重

点化し、業務の縮減を図っていくものとする。 

２ 研究員と調査員の成果を明確にした上で、調査員の位置付けを改めて検証し、必要性の乏しい業務は廃

止するとともに、外部委託や非常勤職員を最大限活用した徹底的な業務の見直しを行い、調査員の担う業

務は真に必要なものに厳選し、併せて要員についても適正規模に縮減するものとする。 

第２ 業務運営体制の見直し 

 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月７日閣議決定）に基づき、労働行

政担当職員研修（労働大学校）が国に移管されることに伴い、間接部門の業務量が削減されることを踏ま

え、理事長のリーダーシップの下、重複業務の一元化及び事務処理の一層の効率化を進めることにより、

組織の再編と併せて、職員構成を含め業務量に見合った運営体制の見直しを行うものとする。 

第３ 業務全般に関する見直し 

１ 内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。 

２ 毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に

行うものとする。 
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